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一
　
は
じ
め
に

　
従
軍
慰
安
婦
問（
1
）題が
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。
従
軍
慰
安
婦
問
題
発
生
の
き
っ
か
け
は
一
般
に
は
一
九
九
一
年
八
月
の

金
学
順
の
証
言
と
さ
れ
て
お（
2
）り、

こ
の
証
言
を
機
に
同
問
題
は
台
湾
や
中
国
、
東
南
ア
ジ
ア
に
も
波
及
し
、
世
界
的
な
注
目
を
浴
び
る
こ

と
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
同
問
題
は
日
本
と
韓
国
の
間
だ
け
の
問
題
と
は
言
い
難
い
も
の
の
、
証
言
の
発
端
国
で
あ
り
、
被
害
者
数

も
多
か
っ
た
韓
国
の
同
問
題
に
対
す
る
根
の
深
さ
は
他
国
の
そ
れ
と
は
一
線
を
画
し
て
い（
3
）る。

　
金
学
順
の
証
言
以
来
、
日
韓
両
政
府
は
問
題
解
決
の
た
め
に
度
重
な
る
会
談
や
交
渉
を
行
い
、
談
話
の
発
表
や
基
金
の
設
立
な
ど
多
様

な
措
置
を
講
じ
て
き
た
。
し
か
し
、
基
金
設
立
段
階
に
お
い
て
韓
国
政
府
も
協
力
的
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
「
女
性
の
た
め
の
ア
ジ
ア
平

和
国
民
基
金
」（
通
称
、「
ア
ジ
ア
女
性
基
金
」）
は
韓
国
世
論
の
強
い
反
発
か
ら
事
業
も
難
航
を
き
わ
め
、
韓
国
内
で
問
題
解
決
に
繫
が
る

主
だ
っ
た
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
な
く
頓
挫
し
た
。
ま
た
、
二
〇
一
五
年
末
に
は
日
韓
両
国
の
外
相
に
よ
り
従
軍
慰
安
婦
問
題
の
「
最
終
的

か
つ
不
可
逆
的
な
解
決
」
を
約
束
し
た
「
慰
安
婦
合
意
」
が
発
表
さ
れ
た
が
、
朴
槿
恵
大
統
領
の
弾
劾
や
、
代
わ
っ
た
文
在
寅
政
権
に
よ

る
「
韓
・
日
日
本
軍
慰
安
婦
被
害
者
問
題
合
意
検
討
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
（
Ｔ（
4
）Ｆ）」
の
検
証
結
果
発
表
な
ど
に
よ
り
、
同
合
意
も
非
常
に

不
安
定
な
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
従
軍
慰
安
婦
問
題
は
問
題
発
生
か
ら
二
五
年
以
上
経
過
し
た
現
在
に
お
い
て
も
日
韓
関
係
に
長
い
影
を
落
と
し
込
ん
で
い

る
。
従
軍
慰
安
婦
問
題
は
、
問
題
発
生
か
ら
「
河
野
談
話
」
の
発
表
ま
で
に
お
け
る
交
渉
過
程
に
お
い
て
、
慰
安
婦
の
「
強
制（
5
）性」

に
つ

い
て
日
韓
で
繰
り
返
し
議
論
さ
れ
た
経
緯
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
も
「
慰
安
婦
の
募
集
や
就
労
に
か
か
る
強
制
性
」
や
「
慰
安
婦
の
強
制
に

か
か
わ
る
歴
史
的
事
実
の
検
証
」
が
比
較
的
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、
同
問
題
を
め
ぐ
る
日
韓
両
国
の
政
治
社
会
的
過
程
や
、「
河
野

談
話
」
と
「
ア
ジ
ア
女
性
基
金
」
に
よ
る
問
題
解
決
の
試
み
が
失
敗
し
た
原
因
な
ど
に
つ
い
て
は
積
極
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
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難
い
。

　
従
軍
慰
安
婦
問
題
は
教
科
書
問
題
と
並
び
日
韓
両
国
の
歴
史
認
識
問
題
に
お
い
て
現
在
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
問
題
で
あ
り
、
と
り
わ

け
歴
史
問
題
へ
の
取
り
組
み
に
積
極
的
だ
っ
た
村
山
富
市
政
権
以
降
、
同
問
題
に
対
す
る
日
本
の
閣
僚
・
議
員
の
発
言
や
日
本
政
府
の
立

場
が
示
さ
れ
る
た
び
に
そ
の
内
容
や
慰
安
婦
の
「
強
制
性
」
に
関
す
る
解
釈
・
認
識
の
違
い
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
対
立
を
繰
り
返
す
と
い
っ

た
構
造
が
常
態
化
し
て
い
る
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
韓
国
政
府
は
一
時
「
河
野
談
話
」
や
「
ア
ジ
ア
女
性
基
金
」
を
従
軍
慰
安
婦
問
題
の
解
決
策
と
し
て
受
け
入
れ
協
力

す
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
が
、
世
論
の
反
発
な
ど
を
受
け
て
徐
々
に
態
度
を
硬
化
さ
せ
て
い
っ
た
経
緯
が
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
般
に
慰
安
婦
問
題
で
は
（
歴
史
研
究
に
基
づ
く
）「
強
制
性
」
の
有
無
や
韓
国
で
よ
く
指
摘
さ
れ
る
「
強
制
」
を
め
ぐ
る
日
本
の
「
歴
史

歪（
6
）曲」

が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。

　
本
論
文
は
、
そ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
、
一
九
九
一
年
の
従
軍
慰
安
婦
問
題
の
発
生
か
ら
「
ア
ジ
ア
女
性
基
金
」
の
韓
国
で
の
活
動

が
開
始
さ
れ
る
頃
ま
で
の
同
問
題
を
め
ぐ
る
韓
国
紙
の
報
道
を
、
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
論
を
用
い
な
が
ら
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、

従
軍
慰
安
婦
問
題
が
当
時
の
韓
国
社
会
や
韓
国
民
に
ど
の
よ
う
な
価
値
観
を
形
成
し
、
な
ぜ
解
決
で
き
な
か
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、

問
題
の
萌
芽
と
展
開
に
お
け
る
社
会
的
背
景
を
解
き
明
か
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

二
　「
従
軍
慰
安
婦
」
問
題
を
め
ぐ
る
先
行
研
究

　
従
軍
慰
安
婦
問
題
が
一
九
九
一
年
八
月
の
韓
国
人
被
害
者
金
学
順
の
証
言
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
金
学

順
は
実
名
で
証
言
を
行
っ
た
初
め
て
の
元
従
軍
慰
安
婦
被
害
者
で
あ
り
、
日
韓
両
国
メ
デ
ィ
ア
は
盛
ん
に
彼
女
の
証
言
を
報
道
し
た
。
そ

し
て
一
二
月
六
日
に
金
学
順
ら
に
よ
る
訴
状
が
公
式
に
東
京
地
裁
に
提
出
さ
れ
る
と
、
一
〇
日
に
は
韓
国
政
府
が
日
本
政
府
に
対
し
て
歴
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史
的
真
相
の
究
明
を
要
求
し
、
従
軍
慰
安
婦
問
題
は
い
よ
い
よ
日
韓
の
外
交
問
題
に
発
展
し
た
。
そ
の
後
、
日
韓
両
国
政
府
間
で
交
渉
が

重
ね
ら
れ
、
当
時
重
要
な
争
点
と
な
っ
て
い
た
「
強
制
」
に
つ
い
て
も
日
本
側
が
認
め
る
方
向
で
一
九
九
三
年
八
月
に
「
河
野
談
話
」
が

発
表
さ
れ
た
。
さ
ら
に
日
本
政
府
は
「
補
償
に
代
わ
る
も
の
」
と
し
て
「
ア
ジ
ア
女
性
基
金
」
を
用
意
し
、
被
害
者
に
対
し
て
「
見
舞

金
」
な
ど
を
支
払
う
検
討
を
し
て
お
り
、
基
金
の
構
想
・
設
立
段
階
に
お
い
て
は
「
韓
国
政
府
と
し
て
は
評
価
で
き
る
点
も
あ
る
よ
う
な

感
じ
が
す
）
7
（

る
」
と
、
韓
国
政
府
も
日
本
側
の
対
応
を
一
定
程
度
評
価
さ
え
し
て
い
た
。
し
か
し
、
韓
国
世
論
や
被
害
者
支
援
団
体
の
反
発

な
ど
を
受
け
て
韓
国
政
府
は
基
金
に
よ
る
問
題
の
解
決
を
受
け
入
れ
な
い
方
針
へ
転
換
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
韓
国
政
府
の
対
応
は
、

「
強
制
」
を
認
め
た
「
河
野
談
話
」
へ
の
不
満
や
「
ゴ
ー
ル
ポ
ス
ト
を
動
か
す
韓
国
」
へ
の
不
満
を
日
本
国
内
に
募
ら
せ
る
結
果
を
生
ん

だ
。
以
後
、
日
本
の
閣
僚
・
議
員
の
発
言
や
日
本
政
府
の
立
場
が
示
さ
れ
る
た
び
に
そ
の
内
容
や
慰
安
婦
の
「
強
制
性
」
に
関
す
る
解

釈
・
認
識
の
違
い
を
め
ぐ
っ
て
日
韓
は
対
立
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
か
か
る
観
点
か
ら
、
以
下
で
は
従
軍
慰
安
婦
問
題
を
め
ぐ
る
先
行
研

究
を
整
理
す
る
。

　
従
軍
慰
安
婦
問
題
の
既
存
研
究
は
三
通
り
に
大
別
で
き
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
慰
安
婦
の
募
集
や
移
送
、
運
営
な
ど
に
か
か
る

歴
史
的
事
実
や
慰
安
婦
の
生
活
の
実
態
な
ど
に
注
目
し
て
分
析
し
、
日
本
政
府
お
よ
び
日
本
軍
の
責
任
の
程
度
や
韓
国
政
府
な
ど
被
害
国

側
の
見
解
と
の
整
合
性
に
言
及
し
た
歴
史
学
的
な
研
究
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
研
究
は
従
軍
慰
安
婦
問
題
研
究
の
大
半
を
占
め
、
そ
の

研
究
蓄
積
の
多
さ
か
ら
「
強
制
性
」
の
有
無
を
筆
頭
に
様
々
な
論
点
が
抽
出
さ
れ
て
い（
8
）る。
と
り
わ
け
吉
見
義
明
、
林
博
史
、
秦
郁
彦
、

西
岡
力
ら
は
こ
の
タ
イ
プ
の
研
究
の
代
表
的
論
者
で
あ（
9
）り、

吉
見
・
林
ら
は
慰
安
婦
が
旧
日
本
軍
に
よ
る
犯
罪
行
為
で
あ
り
、
日
本
側
の

責
任
を
重
く
受
け
止
め
る
方
向
で
議
論
し
て
い
る
の
に
対
し
、
秦
・
西
岡
ら
は
慰
安
婦
の
事
実
関
係
を
検
討
し
、
そ
の
責
任
を
限
定
（
あ

る
い
は
否
定
）
す
る
方
向
で
議
論
を
繰
り
広
げ
「
強
制
連
行
」
な
ど
に
異
議
を
唱
え
て
い
）
10
（
る
。

　
第
二
に
従
軍
慰
安
婦
問
題
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
や
女
性
問
題
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
な
ど
の
視
点
か
ら
見
た
社
会
学
的
な
研
究
で
あ
る
。
こ

の
タ
イ
プ
の
研
究
で
は
、
八
〇
年
代
の
韓
国
の
女
性
運
）
11
（
動
や
世
界
的
な
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
動
き
が
、
九
〇
年
代
の
従
軍
慰
安
婦
問
題
公
然
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化
の
引
き
金
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
）
12
（
る
。
上
野
千
鶴
子
は
こ
の
タ
イ
プ
の
研
究
の
代
表
的
論
者
で
あ
り
、
慰
安
婦
問
題

を
、「
慰
安
婦
」
を
め
ぐ
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
と
い
う
認
識
論
の
問
題
と
位
置
づ
け
、
女
性
運
動
や
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
強
姦
を
「
被
害
者

の
恥
」
か
ら
「
男
性
の
性
犯
罪
」
へ
と
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
さ
せ
た
と
主
張
し
て
い
）
13
（
る
。
日
本
で
は
上
野
な
ど
こ
の
タ
イ
プ
の
研
究
の
代
表

的
論
者
こ
そ
い
る
も
の
の
、
先
に
挙
げ
た
「
強
制
」
へ
の
関
心
が
極
め
て
高
く
、
社
会
全
体
と
し
て
慰
安
婦
問
題
を
女
性
問
題
と
し
て
捉

え
る
考
え
方
が
浸
透
し
て
い
る
と
は
言
い
難
）
14
（

い
。
他
方
、
韓
国
で
は
挺
身
）
15
（

隊
問
題
対
策
協
議
会
（
以
下
、
挺
対
協
）
な
ど
の
市
民
団
体
が

行
っ
て
い
る
慰
安
婦
問
題
関
連
の
運
動
に
注
目
し
、
運
動
の
展
開
や
問
題
認
識
の
変
）
16
（
化
、
民
族
主
義
的
傾
向
に
つ
い
て
の
研
）
17
（
究
も
な
さ
れ

て
い
る
。

　
第
三
に
一
九
九
一
年
八
月
の
金
学
順
の
証
言
か
ら
「
河
野
談
話
」
や
「
ア
ジ
ア
女
性
基
金
」
の
事
業
実
施
決
定
頃
ま
で
の
政
治
的
展
開

に
注
目
し
、
そ
の
過
程
を
分
析
し
た
政
治
学
的
な
研
究
で
あ
る
。
木
村
幹
は
数
少
な
い
こ
の
タ
イ
プ
の
研
究
の
代
表
的
論
者
で
あ
り
、
従

軍
慰
安
婦
問
題
の
交
渉
過
程
に
お
い
て
韓
国
側
が
行
っ
た
重
要
な
方
針
転
換
の
背
景
な
ど
を
分
析
し
て
い
）
18
（
る
。
し
か
し
木
村
の
研
究
で
は
、

ど
ち
ら
も
一
九
九
五
年
に
あ
っ
た
「
日
韓
併
合
を
合
法
」
と
み
な
す
日
本
政
府
高
官
か
ら
の
発
言
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
渡
辺
美
智

雄
副
総
理
の
発
言
（
六
月
）
は
慰
安
婦
問
題
の
解
決
と
い
う
観
点
か
ら
は
あ
ま
り
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
村
山
首
相
の
発
言

（
一
〇
月
）
は
な
ぜ
「
ア
ジ
ア
女
性
基
金
」
と
い
う
解
決
枠
組
み
の
破
壊
に
直
接
繫
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の
違
い
が
明

ら
か
に
な
ら
な
い
。
そ
の
他
政
治
学
的
な
研
究
と
し
て
は
、
戦
争
加
害
や
国
際
政
治
に
お
け
る
謝
罪
や
和
解
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
研
究

も
見
ら
れ
）
19
（

る
。
ジ
ェ
ニ
フ
ァ
ー
・
リ
ン
ド
（Jennifer Lind

）
や
ト
ー
マ
ス
・
バ
ー
ガ
ー
（Thom

as U. Berger

）
ら
に
代
表
さ
れ
る
こ
の

タ
イ
プ
の
研
究
は
慰
安
婦
問
題
と
い
う
単
独
の
問
題
よ
り
も
日
本
や
ド
イ
ツ
が
過
去
に
行
っ
た
戦
争
加
害
行
為
全
般
に
つ
い
て
、
被
害
国

と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
い
謝
罪
や
そ
れ
に
準
ず
る
行
為
を
示
し
て
き
た
の
か
、
ま
た
加
害
国
の
そ
の
よ
う
な
行
動
は
な
ぜ
被
害
国
に
受
け

入
れ
ら
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
も
の
が
多
）
20
（

い
。
そ
し
て
そ
の
中
で
近
年
で
は
、

謝
罪
や
和
解
を
達
成
す
る
た
め
の
要
素
と
し
て
「
政
治
と
社
会
の
語
り
の
一
致
」
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
も
出
て
き
て
い
）
21
（
る
。
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こ
の
よ
う
に
従
軍
慰
安
婦
問
題
の
先
行
研
究
は
、
全
般
的
に
史
実
検
証
型
の
研
究
に
偏
っ
て
い
る
上
、「
強
制
」
の
問
題
へ
の
固
執
傾

向
が
強
い
。
ま
た
、
分
析
対
象
も
加
害
を
与
え
た
日
本
側
の
事
情
や
政
治
過
程
の
分
析
に
偏
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
歴
史
学
的
研
究
を
除

い
た
従
軍
慰
安
婦
問
題
に
関
す
る
研
究
蓄
積
は
相
対
的
に
不
足
し
て
お
り
、
韓
国
政
府
が
従
軍
慰
安
婦
問
題
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
、
日

韓
関
係
を
修
復
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
「
河
野
談
話
」
や
「
ア
ジ
ア
女
性
基
金
」
を
受
け
入
れ
よ
う
と
い
う
韓
国
政
府
の

当
初
の
姿
勢
は
な
ぜ
挫
折
し
、
従
軍
慰
安
婦
問
題
が
そ
れ
以
降
の
日
韓
関
係
に
高
い
壁
と
し
て
立
ち
は
だ
か
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
か
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。

　
本
論
文
で
は
今
ま
で
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
従
軍
慰
安
婦
問
題
に
対
す
る
当
時
の
韓
国
社
会
や
韓
国
民
の
理
解
や
価
値
観
を
踏
ま

え
な
が
ら
、
解
決
策
の
頓
挫
や
紛
争
化
の
経
緯
を
新
聞
報
道
に
基
づ
い
て
解
明
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
従
軍
慰
安
婦
問
題
は
、
戦
後
、

一
連
の
国
際
条
約
に
よ
り
戦
争
に
起
因
す
る
諸
問
題
を
解
決
し
て
い
く
過
程
が
終
わ
っ
た
後
に
、
日
本
政
府
が
事
実
認
識
を
改
め
、
被
害

者
に
対
し
て
「
償
い
金
」
を
支
払
う
こ
と
に
し
た
唯
一
の
案
件
で
あ
）
22
（
る
。
ま
た
近
年
で
は
、
女
性
の
人
権
問
題
と
い
う
観
点
か
ら
韓
国
だ

け
で
な
く
国
連
を
は
じ
め
と
し
た
国
際
社
会
か
ら
も
注
目
を
集
め
て
い
る
事
案
で
も
あ
る
。
従
軍
慰
安
婦
問
題
は
そ
の
問
題
の
継
続
性
、

普
遍
性
の
観
点
か
ら
同
問
題
に
関
す
る
萌
芽
と
展
開
を
分
析
す
る
必
要
性
は
高
い
と
考
え
る
。

三
　
分
析
枠
組
み

―
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
論

―

　
本
論
文
で
は
韓
国
紙
の
社
説
を
は
じ
め
と
し
た
報
道
を
分
析
す
る
際
に
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
と
い
う
分
析
概
念
を
用
い
る
。
メ
デ
ィ

ア
・
フ
レ
ー
ム
と
は
「
何
を
認
知
・
解
釈
し
、
何
を
提
示
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
一
貫
し
た
パ
タ
ー
ン
」
で
あ
り
、「
何
を
選

択
・
強
調
し
、
何
を
排
除
す
る
の
か
と
い
う
パ
タ
ー
ン
」
を
意
味
す
）
23
（

る
。
そ
し
て
そ
の
フ
レ
ー
ム
は
、
問
題
を
定
義
し
、
そ
の
原
因
を
診

断
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
道
徳
的
判
断
を
示
し
、
対
策
を
示
唆
す
る
働
き
を
有
し
て
い
）
24
（
る
。
す
な
わ
ち
、
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
と
は
主
と



日韓間の「従軍慰安婦」問題の萌芽と展開

79

し
て
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
供
給
す
る
情
報
に
付
与
さ
れ
て
い
る
何
ら
か
の
文
脈
や
状
況
に
対
す
る
価
値
判
断
を
示
し
て
い
る
概
念
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
）
25
（

る
。

　
一
般
に
メ
デ
ィ
ア
の
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
効
果
と
は
「
争
点
を
描
写
す
る
際
の
メ
デ
ィ
ア
の
枠
づ
け
の
仕
方
が
、
同
じ
争
点
に
対
す
る
受
け

手
の
解
釈
や
評
価
を
規
定
す
）
26
（
る
」
こ
と
を
指
す
。
そ
し
て
従
来
の
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
論
の
研
究
も
、
基
本
的
に
は
効
果
研
究
の
フ

レ
ー
ム
分
析
を
重
視
し
て
お
り
、
研
究
の
中
で
「
効
果
」
や
「
影
響
」
に
関
す
る
問
題
意
識
を
相
対
化
し
、
メ
デ
ィ
ア
と
オ
ー
デ
ィ
エ
ン

ス
の
間
の
「
相
互
作
用
」
に
注
目
し
な
が
ら
、
そ
の
中
で
意
味
が
創
造
さ
れ
る
側
面
を
重
視
し
て
い
）
27
（
る
。
本
論
文
も
基
本
的
に
は
韓
国
紙

と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
よ
り
創
造
さ
れ
た
「
意
味
」
に
着
目
し
な
が
ら
、
当
時
の
社
会
的
背
景
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
の
分
析
で
重
要
な
概
念
の
う
ち
の
一
つ
に
「
争
点
文
化
（issue cultu

）
28
（re

）」
が
あ
る
。「
争
点
文
化
」
と

は
、
あ
る
争
点
を
意
味
付
け
る
た
め
に
形
成
さ
れ
た
固
有
の
理
念
や
シ
ン
ボ
ル
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
形
成
す
る
メ

デ
ィ
ア
言
説
を
分
析
す
る
上
で
登
場
す
る
主
要
概
念
が
フ
レ
ー
ム
で
あ
り
、
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
は
こ
こ
に
お
い
て
争
点
を
定
義
付
け

る
中
核
的
な
考
え
方
そ
の
も
の
を
指
）
29
（

す
。
こ
の
他
に
も
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
は
他
の
出
来
事
の
報
道
が
、
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
の
形

成
・
変
容
に
影
響
を
与
え
る
と
い
っ
た
争
点
連
関
と
い
う
特
徴
も
持
っ
て
い
）
30
（
る
。
そ
し
て
争
点
同
士
の
連
関
に
は
「
争
点
文
化
」
に
よ
り

形
成
さ
れ
た
争
点
の
定
義
や
、
当
該
社
会
で
広
く
共
有
さ
れ
た
価
値
観
が
反
映
さ
れ
）
31
（

る
。

　
本
論
文
の
位
置
付
け
は
あ
く
ま
で
も
日
韓
関
係
や
日
韓
間
の
従
軍
慰
安
婦
問
題
の
韓
国
側
か
ら
見
た
政
治
社
会
的
分
析
で
あ
る
が
、
従

軍
慰
安
婦
問
題
を
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
分
析
に
よ
っ
て
研
究
し
た
も
の
と
し
て
は
金
ド
ン
ユ
ン
ら
の
研
）
32
（

究
や
三
谷
文
栄
の
研
）
33
（

究
が
あ
る
。

特
に
三
谷
は
こ
の
他
に
も
日
本
の
新
聞
報
道
の
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
分
析
を
通
じ
て
歴
史
教
科
書
問
題
や
日
韓
国
交
正
常
化
に
か
か
る

日
本
社
会
や
日
本
の
外
交
政
策
の
分
析
行
っ
て
い
る
）
34
（
が
、
こ
の
こ
と
は
「
争
点
文
化
」
や
争
点
連
関
を
含
む
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
論
が

日
韓
歴
史
認
識
問
題
の
よ
う
な
政
治
社
会
的
紛
争
を
分
析
す
る
の
に
優
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
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金
学
順
の
証
言
（
一
九
九
一
年
八
月
一
四
日
）
か
ら
「
河
野
談
話
」
の
発
表
（
一
九
九
三
年
八
月
四

日
）
ま
で
は
お
よ
そ
二
年
で
あ
っ
た
。
同
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
こ
の
二
年
間
で
状
況
が
目
ま
ぐ
る
し

く
変
化
し
て
い
っ
た
。
中
で
も
問
題
の
萌
芽
と
展
開
に
お
い
て
、
宮
沢
喜
一
首
相
の
訪
韓
直
前
に
あ

た
る
一
九
九
二
年
一
月
一
一
日
に
『
朝
日
新
聞
』
が
従
軍
慰
安
婦
に
関
す
る
旧
日
本
軍
の
関
与
を
報

じ
た
こ
と
は
大
き
な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
）
35
（

た
。
ま
た
、「
河
野
談
話
」
後
は
日
韓
両
政
府

と
も
解
決
に
向
け
て
努
力
し
、
韓
国
政
府
は
当
初
日
本
側
が
提
案
し
た
「
ア
ジ
ア
女
性
基
金
」
に
対

し
て
も
、「
当
事
者
た
ち
の
要
求
が
あ
る
程
度
、
反
映
さ
れ
た
、
誠
意
あ
る
措
）
36
（

置
」
と
評
価
し
て
い

た
。
し
か
し
韓
国
政
府
は
徐
々
に
態
度
を
硬
化
さ
せ
、
一
九
九
七
年
一
月
一
一
日
に
基
金
が
韓
国
で

元
慰
安
婦
に
対
す
る
償
い
金
支
給
事
業
を
始
め
る
と
、
翌
週
の
日
韓
外
相
会
談
で
は
償
い
金
支
給
の

撤
回
と
今
後
の
一
時
金
支
給
の
中
断
を
要
求
す
る
に
至
）
37
（
り
、
慰
安
婦
問
題
の
解
決
は
暗
礁
に
乗
り
上

げ
た
。

　
本
論
文
で
は
、
日
韓
間
の
従
軍
慰
安
婦
問
題
の
萌
芽
と
展
開
を
め
ぐ
る
時
間
軸
を
、
金
学
順
の
証

言
以
前
、
具
体
的
に
は
尹
貞
玉
の
コ
ラ
ム
の
掲
載
か
ら
金
学
順
の
証
言
ま
で
（
一
九
九
〇
年
一
月
四
日

〜
一
九
九
一
年
八
月
一
四
日
）、
金
学
順
の
証
言
か
ら
『
朝
日
新
聞
』
の
「
軍
関
与
」
報
道
ま
で
（
一
九

九
一
年
八
月
一
五
日
〜
一
九
九
二
年
一
月
一
一
日
）、『
朝
日
新
聞
』
の
「
軍
関
与
」
報
道
か
ら
「
第
二
次

表１　社説タイトル一覧（1990年 1月 4日〜91年 8月14日：
　　　尹貞玉のコラム〜金学順の証言）

年 月日 新聞 社説のタイトル（副題省略）
1990年 2 月 7 日 京郷新聞 在日 3 世の権利回復
1990年 5 月12日 朝鮮日報 天皇（日王）の謝罪は虚言だったのか
1990年 5 月16日 朝鮮日報 日帝は我々の自尊心の問題
1990年 8 月 8 日 朝鮮日報 我々は日本人よりさらに痛い
1990年 11月 6 日 ハンギョレ 挺身隊について女性団体の問題提起
1991年 1 月10日 ハンギョレ 日本は挺身隊冤魂の前で謝罪しろ
1991年 4 月 3 日 ハンギョレ 海部首相は「挺身隊」の約束を守れ

四
　「
従
軍
慰
安
婦
」
問
題
に
関
す
る
韓
国
社
会
の
理
解

　
　

―
韓
国
紙
の
言
説
分
析

―
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表２　社説タイトル一覧（1991年 8 月15日〜93年 8月 4日：金学順の証言〜
　　　「河野談話」）

年 月日 新聞 社説のタイトル（副題省略）
1991年 8 月16日 ハンギョレ 日本の賠償責任、政府が前に立て
1991年 8 月16日 朝鮮日報 国内最初の挺身隊証言
1991年 9 月21日 ハンギョレ 日帝の蛮行証言聴取に背を向ける外務委
1991年 12月 6 日 朝鮮日報 真珠湾から広島まで
1991年 12月 8 日 朝鮮日報 今はもう挺身隊も否認するのか
1991年 12月 9 日 朝鮮日報 未だに謝罪論争なのか
1991年 12月25日 ハンギョレ 「挺身隊補償」交渉政府が率先しろ
1992年 1 月12日 京郷新聞 謝罪と賠償しろ／公式確認された日挺身隊
1992年 1 月13日 朝鮮日報 挺身隊に終止符を打とう
1992年 1 月14日 ハンギョレ 挺身隊問題謝罪の水準は?／日本首相訪韓と民間人被害賠償
1992年 1 月15日 京郷新聞 12歳挺身隊員
1992年 1 月16日 ハンギョレ 挺身隊実態から正確に把握しなければ
1992年 1 月17日 ハンギョレ 「選挙区」に来たという宮沢首相
1992年 1 月17日 朝鮮日報 謝罪で懸案糊塗するな
1992年 1 月18日 京郷新聞 言葉の応酬で終わった「韓日首脳」
1992年 1 月18日 ハンギョレ 「韓日基本条約」すぐに潰さなければ／挺身隊賠償は譲歩できないこと
1992年 1 月19日 ハンギョレ 70歳老人の死と警察の責任
1992年 2 月 9 日 ハンギョレ 挺身隊賠償具体的日程提示しろ
1992年 3 月 3 日 朝鮮日報 日本の正論に反駁する
1992年 7 月 8 日 ハンギョレ 政府の断固とした対応を催促する
1992年 7 月 8 日 京郷新聞 自ら慰安婦になったという話なのか
1992年 7 月 8 日 朝鮮日報 終わらなかった挺身隊
1992年 8 月 2 日 ハンギョレ 対日賠償要求政府が率先しろ／「慰安婦蛮行」我々が究明しなければ
1992年 8 月 3 日 朝鮮日報 日本公権力がやった振る舞い
1992年 8 月15日 京郷新聞 相変わらず日本は遠い国
1992年 8 月15日 朝鮮日報 光復47年の韓日関係
1992年 11月10日 ハンギョレ 「懸案」無視ながら韓日首脳会談
1992年 11月10日 京郷新聞 韓米日紐帯と日本がすること
1992年 12月 3 日 ハンギョレ 国民献金で謝罪と慰労を
1992年 12月25日 ハンギョレ 挺身隊お婆さんたちの絶叫きこえないのか
1993年 2 月 7 日 ハンギョレ 挺身隊お婆さんたちの痛みと政府の道理
1993年 2 月19日 ハンギョレ 国連の「乙支条約無効」規定
1993年 2 月27日 ハンギョレ 前任大統領の挺身隊「妄言」
1993年 3 月16日 ハンギョレ 従軍慰安婦問題と我々の視角
1993年 7 月 3 日 ハンギョレ 従軍慰安婦と日本の債務
1993年 8 月 1 日 ハンギョレ 出発点に立った従軍慰安婦問題
1993年 8 月 4 日 ハンギョレ 日帝徴用未払い賃金「必ず」取り返さねば
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加
藤
談
）
38
（
話
」
ま
で
（
一
九
九
二
年

一
月
一
二
日
〜
七
月
六
日
）、「
第
二

次
加
藤
談
話
」
か
ら
「
河
野
談

話
」
ま
で
（
一
九
九
二
年
七
月
七
日

〜
一
九
九
三
年
八
月
四
日
）、「
河
野

談
話
」
後
の
展
開
（
一
九
九
三
年

八
月
五
日
〜
一
九
九
七
年
一
月
一
一

日
）
の
五
つ
の
期
間
に
分
け
る
。

各
期
間
に
お
い
て
、
従
軍
慰
安
婦

問
題
に
関
す
る
メ
デ
ィ
ア
言
説
の

分
析
を
通
じ
て
当
時
の
韓
国
社
会

や
韓
国
民
が
ど
の
よ
う
な
フ
レ
ー

ム
を
共
有
し
て
い
た
の
か
を
明
ら

か
に
し
、
な
ぜ
そ
の
フ
レ
ー
ム
が

優
勢
だ
っ
た
の
か
、
な
ぜ
そ
の
フ

レ
ー
ム
が
誕
生
し
た
の
か
、
な
ぜ

慰
安
婦
問
題
は
解
決
で
き
な
か
っ

た
の
か
な
ど
に
つ
い
て
そ
の
社
会

的
背
景
を
考
察
す
る
。

表３　社説タイトル一覧（1993年 8月 5日〜97年 1月11日：「河野談話」〜
　　　「アジア女性基金」の事業開始）

年 月日 新聞 社説のタイトル（副題省略）
1993年 8 月 5 日 京郷新聞 日本は心から謝罪しろ
1993年 8 月 5 日 朝鮮日報 補償は我々がしよう
1993年 8 月 6 日 ハンギョレ 従軍慰安婦問題終わらなかった
1993年 9 月25日 ハンギョレ 年初の失敗にしっかり備えを
1993年 9 月25日 ハンギョレ 司法部の改革を期待する
1993年 11月 6 日 朝鮮日報 韓日の過去と未来
1993年 11月 7 日 ハンギョレ 「従軍慰安婦」と日本政府の責任
1993年 11月18日 京郷新聞 韓日未来構築の大きな足音
1994年 3月26日 ハンギョレ 韓日首脳会談を見る国民の視角
1994年 5月7日 京郷新聞 表と裏が異なる日本
1994年 8月23日 ハンギョレ 国連の「日本軍慰安婦」調査
1994年 11月30日 ハンギョレ 「従軍慰安婦」の国際法的解決
1995年 5月10日 ハンギョレ 日本の保守化を注視する
1995年 8月15日 ハンギョレ 統一を準備しよう
1995年 8月17日 京郷新聞 侵略謝罪、実践に走った
1995年 9月6日 ハンギョレ 日本政府に「慰安婦」責任ある
1996年 2月8日 京郷新聞 「慰安婦」に責任ないという日本
1996年 2月8日 ハンギョレ 国連の「慰安婦」解決勧告
1996年 2月8日 朝鮮日報 日本は「国家賠償」を二転三転　保健福祉部「軍服を着ろ」
1996年 4月19日 ハンギョレ 「慰安婦」は日本政府の責任である
1996年 6月20日 ハンギョレ 「日本軍慰安婦」解決の原則
1996年 6月24日 ハンギョレ 日本総理の不充分な「過去史」認識
1996年 7月31日 ハンギョレ 日本総理の誤った歴史認識
1996年 8月8日 ハンギョレ 「慰安婦」問題日本政府がほぐせ
1996年 8月19日 ハンギョレ 日総理「慰安婦謝罪」二重性
1996年 10月22日 京郷新聞 極右の声大きくなる日過去の過ちそしる
1996年 12月6日 ハンギョレ 「慰安婦」問題解決に積極的に乗り出せ
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以
下
の
分
析
で
は
韓
国
民
全
般
の
認
識
や
理
解
を
導
出
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
韓
国
の
全
国
紙
で
比
較
的
閲
覧
し
や
す
い
上
、
購
読
数

の
多
い
新
聞
を
用
い
た
。
具
体
的
に
は
韓
国
で
歴
史
も
長
く
今
も
昔
も
変
わ
ら
ず
シ
ェ
ア
の
多
い
『
朝
鮮
日
報
』
と
、
民
主
化
に
よ
り
誕

生
し
た
『
ハ
ン
ギ
ョ
レ
新
聞
』、
民
主
化
以
前
か
ら
度
々
政
権
に
批
判
的
な
報
道
を
行
っ
て
い
た
『
京
郷
新
聞
』
の
社
説
を
主
に
用
い
）
39
（
た
。

本
論
で
全
て
の
社
説
に
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
当
該
期
間
で
三
紙
に
お
い
て
見
ら
れ
た
社
説
（
副
題
省
略
。「
慰
安
婦
」・「
挺
身

隊
」
の
単
語
の
み
の
出
現
で
慰
安
婦
問
題
と
直
接
関
係
の
な
い
社
説
は
筆
者
の
判
断
で
削
除
）
は
表
1
〜
3
の
通
り
で
あ
る
。

㈠
　 
金
学
順
の
証
言
以
前
（
一
九
九
〇
年
一
月
四
日
〜
一
九
九
一
年
八
月
一
四
日
）：「
日
本
政
府
不

信
」
フ
レ
ー
ム
・「
韓
国
政
府
の
不
作
為
」
フ
レ
ー
ム

　
従
軍
慰
安
婦
問
題
の
発
端
が
、
金
学
順
の
証
言
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
女
性
運
動
の
気

運
の
高
ま
り
か
ら
そ
れ
以
前
の
韓
国
も
少
な
か
ら
ず
慰
安
婦
に
つ
い
て
報
道
し
て
い
た
。『
ハ
ン
ギ
ョ
レ
新
聞
』
は
一
九
九
〇
年
一
月
四

日
に
「
梨
花
女
子
大
尹
貞
玉
教
授
『
挺
身
隊
』
怨
霊
漂
う
足
跡
取
材
記
」
と
い
う
コ
ラ
ム
を
掲
載
し
、
こ
れ
以
降
同
問
題
は
韓
国
メ
デ
ィ

ア
で
注
目
を
浴
び
る
こ
と
と
な
っ
）
40
（

た
。

　
こ
の
時
期
の
韓
国
で
は
「
強
制
徴
用
」
の
被
害
者
の
提
訴
が
相
次
い
で
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
の
韓
国
に
お
け
る
日
韓
歴
史
認
識

問
題
の
関
心
事
は
「
強
制
徴
用
」
問
題
に
あ
っ
）
41
（

た
。
そ
の
た
め
、
従
軍
慰
安
婦
問
題
が
単
独
の
イ
シ
ュ
ー
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
少
な

く
、
例
え
ば
「
何
よ
り
も
日
本
は
彼
ら
の
戦
争
に
よ
っ
て
犠
牲
に
な
っ
た
韓
国
人
原
爆
被
害
者
、
強
制
徴
用
者
、
慰
安
婦
な
ど
に
対
す
る

正
当
な
補
償
問
題
を
無
視
し
て
い
）
42
（

る
」
と
い
っ
た
言
説
や
「
在
日
同
胞
は
、
太
平
洋
戦
争
中
に
軍
人
・
軍
属
・
労
務
者
・
挺
身
隊
に
連
れ

て
行
か
れ
た
韓
国
人
た
ち
で
あ
）
43
（
る
」
と
い
っ
た
言
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
慰
安
婦
問
題
も
「
強
制
徴
用
」
の
一
環
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
従
軍
慰
安
婦
問
題
が
韓
国
世
論
の
中
で
な
か
な
か
主
要
な
イ
シ
ュ
ー
と
な
ら
な
い
中
で
、
尹
貞
玉
の
コ
ラ
ム
掲
載
か
ら
金
学

順
の
証
言
ま
で
の
従
軍
慰
安
婦
問
題
関
連
報
道
の
う
ち
こ
の
時
代
に
優
位
で
あ
っ
た
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
記
事
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を
と
り
あ
げ
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。（
以
後
、
新
聞
記
事
の
引
用
に
施
さ
れ
た
傍
点
お
よ
び
中
略
表
記
は
筆
者
に
よ
る
。
ま
た
引
用
記
事
原
文
内

で
行
わ
れ
て
い
る
段
落
分
け
は
省
略
し
、
引
用
記
事
が
社
説
の
場
合
は
特
に
そ
の
旨
を
表
記
し
な
い
。）

「
様
々
な
日
本
人
の
調
査
発
掘
記
な
ど
を
通
じ
て
日
本
帝
国
主
義
の
軍
隊
の
蛮
行
が
一
つ
一
つ
暴
露
さ
れ
た
。（
中
略
）
韓
国
を
侵
奪
し
た
日
本
政
府

0

0

0

0

官
吏
が
図
々
し
い
言
い
逃
れ
を
す
る
こ
と
は
ま
た
違
っ
た
歴
史
的
な
罪
を
犯
す
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
日
本
政
府
の
態
度
は
挺
身
隊
問
題
を
全
く

0

0

0

0

0

0

0

0

提
起
し
な
か
っ
た
韓
国
政
府
に
そ
の
源
泉
的
な
責
任
が
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（「
정
신
대
에 

대
한 

여
성
단
체
의 

문
제
제
기
」﹇「
挺
身
隊
に
つ
い
て
女
性
団
体
の
問

題
提
起
」﹈『
ハ
ン
ギ
ョ
レ
新
聞
』
一
九
九
〇
年
一
一
月
六
日
朝
刊
）」

「
日
帝
時
代
に
強
制
的
に
挺
身
隊
に
連
れ
て
行
か
れ
た
韓
国
人
女
性
の
名
簿
が
一
部
明
ら
か
に
な
っ
た
。（
中
略
）
挺
身
隊
に
関
す
る
公
式
記
録
が
初

め
て
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
昨
年
韓
国
女
性
団
体
が
挺
身
隊
問
題
の
真
相
究
明
と
謝
罪
・
賠
償
を
要
求
し
た
時
も
海
部
首
相
は

0

0

0

0

0

『
戦
時
中

0

0

0

強
制
連
行
さ
れ
た
す
べ
て
の
人
の
名
簿
を
確
認
す
る
よ
う
に
指
示
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

』
と
明
か
し
た
が

0

0

0

0

0

0

、
今
年
一
月
の
訪
韓
時
ま
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
何
の
返
答
も
し
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

言
葉
に
出
し
て
は
し
ぶ
し
ぶ
『
調
査
す
る
』
と
対
応
す
る
海
部
の
言
葉
を
今
度
は
信
じ
て
も
良
い
の
だ
ろ
う
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
日
本
政
府
が
自
ら
言
っ
た
よ
う
に
責

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

任
を
も
っ
て
真
相
を
明
ら
か
に
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
謝
罪
と
賠
償
な
ど
の
後
続
措
置
が
伴
わ
な
い
限
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
韓
日
の
信
頼
関
係
は
形
成
さ
れ
難
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
ろ
う
。（
中
略
）
挺

身
隊
問
題
を
ふ
せ
た
ま
ま
屈
辱
外
交
を
展
開
し
て
き
た
韓
国
政
府
は
今
か
ら
で
も
自
主
的
な
立
場
を
取
り
戻
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
海
部
総
理
の
沈
黙
で
終
わ
る
こ
と
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
い
よ
う
に
積
極
的
に
乗
り
出
し
て
も
ら
い
た
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（「
가
이
후 
수
상
은 

‘정
신
대
’ 

약
속
을 

지
켜
라
」﹇「
海
部
首
相
は
『
挺
身
隊
』
の
約
束
を
守

れ
」﹈『
ハ
ン
ギ
ョ
レ
新
聞
』
一
九
九
一
年
四
月
三
日
朝
刊
）」

　
い
ず
れ
の
記
事
も
、
責
任
回
避
の
た
め
に
言
い
逃
れ
を
し
よ
う
と
す
る
日
本
政
府
や
「
調
査
す
る
」
と
言
っ
て
お
き
な
が
ら
具
体
的
に

動
か
な
い
日
本
政
府
に
対
す
る
不
満
が
「
日
本
政
府
不
信
」
フ
レ
ー
ム
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
被
害
が
明
ら
か
に
な
っ
た
韓
国
側
か
ら
す

れ
ば
日
本
政
府
に
真
相
究
明
と
謝
罪
・
賠
償
を
求
め
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
要
求
に
対
し
て
真
摯
に
応
え
て
い
る
よ
う
に
は
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見
え
な
い
日
本
政
府
を
信
頼
で
き
な
い
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
れ
以
上
に
こ
れ
ま
で
慰
安
婦
問
題
に
つ
い
て
特
に
何
も
し

て
来
な
か
っ
た
韓
国
政
府
の
責
任
を
追
及
す
る
言
説
が
見
ら
れ
る
の
が
目
を
引
く
。
し
か
も
「
源
泉
的
な
責
任
」
や
「
屈
辱
外
交
」
と

い
っ
た
強
い
言
葉
で
日
本
政
府
に
責
任
回
避
を
許
し
て
し
ま
っ
て
い
る
「
韓
国
政
府
の
不
作
為
」
を
非
難
し
て
い
る
。

㈡
　 

金
学
順
の
証
言
か
ら
『
朝
日
新
聞
』
の
「
軍
関
与
」
報
道
ま
で
（
一
九
九
一
年
八
月
一
五
日
〜
一

九
九
二
年
一
月
一
一
日
）：「
日
本
政
府
不
信
」
フ
レ
ー
ム
・「
韓
国
政
府
の
不
作
為
」
フ
レ
ー
ム

　
既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
従
軍
慰
安
婦
問
題
の
発
端
は
一
九
九
一
年
八
月
一
四
日
の
金
学
順
の
証
言
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
実
名
で
証
言

を
始
め
た
最
初
の
慰
安
婦
被
害
者
で
あ
っ
た
た
め
、
彼
女
へ
の
取
材
は
殺
到
し
日
韓
両
国
の
メ
デ
ィ
ア
も
彼
女
の
証
言
を
繰
り
返
し
大
き

く
報
道
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
挺
対
協
を
は
じ
め
と
し
た
韓
国
の
市
民
団
体
は
日
本
政
府
を
相
手
に
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
が
可
能
と
な
り
、

金
学
順
ら
は
一
二
月
六
日
に
東
京
地
裁
に
提
訴
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
一
〇
日
に
は
韓
国
政
府
が
日
本
政
府
に
対
し
て
慰
安
婦
問
題
の
真

相
究
明
を
要
求
し
、
従
軍
慰
安
婦
問
題
は
い
よ
い
よ
日
韓
の
外
交
問
題
に
発
展
し
た
。
し
か
し
こ
の
時
点
で
の
韓
国
社
会
の
反
応
は
限
定

的
で
あ
り
、
三
紙
に
お
い
て
も
『
朝
日
新
聞
』
の
報
道
ま
で
で
七
件
の
社
説
を
数
え
る
に
留
ま
っ
た
。

　
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
展
開
に
対
し
日
本
政
府
側
は
「
日
韓
の
請
求
権
に
関
す
る
問
題
は
一
九
六
五
年
の
国
交
正
常
化
時
に
結
ん
だ
一

連
の
条
約
・
付
属
協
定
に
よ
り
解
決
済
み
で
あ
る
」
と
い
う
趣
旨
の
、
現
在
で
も
馴
染
み
深
い
主
張
を
対
内
的
・
対
外
的
に
繰
り
返
し
た
。

ま
た
、
金
学
順
ら
の
提
訴
時
に
は
加
藤
紘
一
官
房
長
官
が
従
軍
慰
安
婦
に
関
し
て
「
政
府
が
関
与
し
た
資
料
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
」
と

い
う
趣
旨
の
声
明
を
発
表
す
る
な
ど
、
日
本
政
府
の
責
任
を
否
定
し
た
上
で
、
仮
に
何
ら
か
の
責
任
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
一
九
六

五
年
の
時
点
で
法
的
に
解
決
済
み
で
あ
る
と
い
う
論
理
で
乗
り
切
ろ
う
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
の
韓
国
紙
は
こ
の
よ
う
な
日

本
側
の
見
解
に
反
発
す
る
形
で
以
下
に
挙
げ
る
よ
う
な
報
道
が
な
さ
れ
た
。



法学政治学論究　第121号（2019.6）

86

「
従
軍
慰
安
婦
問
題
に
つ
い
て
日
本
政
府
は
調
査
を
拒
否
し
て
お
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
れ
に
よ
っ
て
日
本
政
府
が
発
表
し
た
朝
鮮
人
強
制
連
行
者
調
査
発
表
に
お
い

て
も
挺
身
隊
に
つ
い
て
言
及
は
一
切
せ
ず
、
七
万
九
千
人
の
徴
用
者
だ
け
を
議
論
に
挙
げ
た
。（
中
略
）
日
本
政
府
の
事
実
究
明
努
力
が
足
り
な
い
の

は
遺
憾
で
あ
る
が
、
特
に
挺
身
隊
に
つ
い
て
言
及
が
な
か
っ
た
こ
と
は
日
本
人
の
良
識
を
疑
わ
せ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（
中
略
）
金
氏
の
証
言
を
契
機
に
我
々
は
日
本

政
府
が
挺
身
隊
問
題
に
対
す
る
公
式
認
定
と
謝
罪
、
賠
償
に
ケ
チ
を
つ
け
て
は
い
け
な
い
と
考
え
て
お
り
、
我
が
政
府
も
歴
史
の
陰
に
隠
さ
れ
た
犠
牲

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

者
た
ち
の
た
め
の
慰
霊
碑
建
立
な
ど
政
府
次
元
の
対
策
に
積
極
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（「
국
내 

최
초
의 

정
신
대
증
언
」﹇「
国
内
最
初
の

挺
身
隊
証
言
」﹈『
朝
鮮
日
報
』
一
九
九
一
年
八
月
一
六
日
朝
刊
第
三
面
）」

「
言
葉
で
は
韓
日
善
隣
友
好
協
力
を
叫
び
な
が
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
韓
国
人
被
害
者
の
真
相
調
査
と
謝
罪
・
賠
償
な
ど
、
具
体
的
な
植
民
地
支
配
の
清
算
要
求
で
は
六

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

五
年
の
請
求
権
協
定
を
掲
げ
て
一
蹴
し
て
き
た
の
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
日
本
政
府
の
一
貫
し
た
態
度

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
。（
中
略
）
日
本
政
府
は
、
韓
国
政
府
の
こ
の
よ
う
な

戦
後
賠
償
追
加
提
案
に
誠
意
あ
る
姿
勢
で
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
議
論
の
余
地
が
な
い
。（「
일
본
의 

배
상
책
임
，
정
부
가 

앞
장
서
라
」﹇「
日

本
の
賠
償
責
任
、
政
府
が
率
先
し
ろ
」﹈『
ハ
ン
ギ
ョ
レ
新
聞
』
一
九
九
一
年
八
月
一
六
日
朝
刊
）」

「
一
言
で
言
え
ば
、
日
本
政
府
は
首
相
の
訪
韓
な
ど

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
韓
国
民
の
機
嫌
を
と
る
と
き
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

『
調
査
す
る

0

0

0

0

』
と
な
だ
め
な
が
ら

0

0

0

0

0

0

0

『
日
本
政
府
の
不
介
入

0

0

0

0

0

0

0

0

』
と0

い
う
基
本
的
な
立
場
に
は
変
わ
り
が
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。（
中
略
）
去
る
一
〇
日
、
金
ソ
グ
外
務
部
ア
ジ
ア
州
局
長
が
川
島
駐
韓
日
本
公
使
に
加
藤
官
房

長
官
の
『
日
本
政
府
挺
身
隊
無
関
係
』
発
言
に
つ
い
て
遺
憾
を
伝
え
、
日
本
の
前
進
的
な
態
度
を
要
求
し
た
の
は
、
そ
の
間
こ
の
問
題
を
無
視
し
て
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

た
政
府
と
し
て
は
一
歩
進
ん
だ
態
度
と
言
え
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。（「『
정
신
대 

보
상
』
교
섭 

정
부
가 

나
사
라
」﹇「『
挺
身
隊
補
償
』
交
渉
政
府
が
立
ち
上

が
れ
」﹈『
ハ
ン
ギ
ョ
レ
新
聞
』
一
九
九
一
年
一
二
月
二
五
日
朝
刊
）」

　
実
名
で
の
証
言
が
揃
い
、
裁
判
所
に
提
訴
ま
で
さ
れ
て
い
る
状
況
で
「
政
府
は
慰
安
婦
問
題
に
関
わ
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
主
張
を
繰

り
返
し
謝
罪
や
補
償
に
応
じ
よ
う
と
し
な
い
日
本
政
府
に
対
し
て
強
い
憤
り
を
覚
え
な
が
ら
、
真
相
究
明
に
つ
い
て
は
言
葉
だ
け
で
具
体
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的
な
調
査
に
出
な
い
日
本
政
府
を
疑
う
「
日
本
政
府
不
信
」
フ
レ
ー
ム
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
加
藤
官
房
長
官
は
、
韓
国
政
府
の
真
相
究

明
要
求
を
受
け
て
か
ら
二
日
後
の
一
二
月
一
二
日
、
従
軍
慰
安
婦
問
題
に
日
本
政
府
が
関
与
し
て
い
た
可
能
性
を
事
実
上
認
め
る
形
で

「
資
料
の
発
掘
を
含
め
正
確
に
調
査
す
る
」
旨
を
表
明
し
て
い
る
が
、
表
明
後
の
二
五
日
の
『
ハ
ン
ギ
ョ
レ
新
聞
』
で
も
日
本
政
府
に
対

す
る
疑
い
は
払
拭
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
韓
国
政
府
寄
り
の
『
朝
鮮
日
報
』
で
は
幾
分
懐
柔
な
表
現
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
金
学
順
の

証
言
以
前
か
ら
慰
安
婦
問
題
に
熱
心
で
あ
っ
た
『
ハ
ン
ギ
ョ
レ
新
聞
』
で
は
真
相
究
明
要
請
後
も
「
韓
国
政
府
の
不
作
為
」
フ
レ
ー
ム
が
、

同
問
題
に
対
す
る
韓
国
政
府
へ
の
不
信
感
の
表
出
や
責
任
追
及
と
い
っ
た
形
で
一
部
残
存
し
て
い
る
。

㈢
　 『
朝
日
新
聞
』
の
「
軍
関
与
」
報
道
か
ら
「
第
二
次
加
藤
談
話
」
ま
で
（
一
九
九
二
年
一
月
一
二

日
〜
七
月
六
日
ま
で
）：「
謝
罪
・
補
償
」
フ
レ
ー
ム

　
尹
貞
玉
の
コ
ラ
ム
を
き
っ
か
け
に
一
九
九
〇
年
一
一
月
に
は
挺
対
協
が
成
立
し
、
翌
年
に
は
実
名
で
の
証
言
か
ら
東
京
地
裁
へ
の
提
訴

に
ま
で
発
展
し
た
。
さ
ら
に
九
二
年
一
月
八
日
に
は
挺
対
協
が
ソ
ウ
ル
に
あ
る
日
本
大
使
館
前
で
初
め
て
問
題
解
決
を
求
め
る
「
水
曜

デ
）
44
（

モ
」
を
行
う
な
ど
、
従
軍
慰
安
婦
問
題
は
韓
国
世
論
の
関
心
を
着
実
に
集
め
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
時
点
で
の
韓

国
社
会
の
動
き
は
限
定
的
で
あ
り
、
初
回
の
水
曜
デ
モ
に
参
加
し
て
い
た
の
は
三
〇
名
程
度
で
そ
の
大
部
分
が
挺
対
協
の
関
係
者
で

あ
っ
）
45
（

た
。
問
題
そ
の
も
の
は
拡
大
し
つ
つ
も
比
較
的
穏
や
か
だ
っ
た
韓
国
世
論
を
刺
激
し
た
の
は
『
朝
日
新
聞
』
の
「
軍
関
与
」
報
道
で

あ
っ
た
。
当
時
官
房
長
官
で
あ
っ
た
加
藤
紘
一
は
、
九
一
年
一
二
月
の
金
学
順
ら
の
東
京
地
裁
提
訴
に
際
し
て
、
従
軍
慰
安
婦
に
関
し
て

「
政
府
が
関
与
し
た
資
料
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
趣
旨
の
声
明
を
出
し
て
い
た
が
、
本
報
道
に
よ
り
軍
や
政
府
の
関
与
を
否
定

す
る
よ
う
な
日
本
政
府
の
従
来
ま
で
の
見
解
は
全
面
的
に
覆
さ
れ
、
九
二
年
一
月
一
三
日
に
は
加
藤
官
房
長
官
が
「
軍
の
関
与
」
を
認
め

た
「
従
軍
慰
安
婦
問
題
に
関
す
る
談
話
」
を
発
表
す
る
に
至
っ
た
（「
第
一
次
加
藤
談
話
」）。
こ
れ
を
機
に
挺
対
協
を
は
じ
め
韓
国
の
世
論

は
一
気
に
攻
勢
を
強
め
、
日
本
軍
・
政
府
が
慰
安
婦
を
強
制
的
に
動
員
し
た
と
い
う
認
識
を
強
め
な
が
ら
以
下
の
よ
う
な
報
道
を
繰
り
広
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げ
た
。「

日
本
政
府
は
半
世
紀
が
経
っ
た
現
在
ま
で
も
挺
身
隊
問
題
を
無
視
し
、
な
か
っ
た
こ
と
と
見
な
し
て
来
た
。
謝
罪
や
補
償
は
お
ろ
か
挺
身
隊
の
存
在

さ
え
認
定
し
て
い
な
か
っ
た
。（
中
略
）
日
本
政
府
は
こ
れ
に
対
す
る
補
償
は
も
ち
ろ
ん
真
相
究
明
さ
え
忌
避
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
六
五
年
の
韓
日
国
交
正
常

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

化
時
に
既
に
被
害
補
償
を
終
え
て
い
る
と
い
う
の
が
日
本
の
主
張
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（
中
略
）
し
か
し
こ
の
問
題
は
決
し
て
一
言
二
言
の
形
式
的
な
謝
罪
で
終

わ
ら
せ
見
逃
し
て
お
い
て
良
い
事
案
で
は
な
い
。
徹
底
し
た
真
相
究
明
と
適
切
な
補
償
が
あ
っ
て
然
る
べ
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。（「
사
과
하
고 

보
상
하
라
／
공

식
확
인
된 

일
정
신
대
」﹇「
謝
罪
し
て
補
償
し
ろ
／
公
式
確
認
さ
れ
た
日
挺
身
隊
」﹈『
京
郷
新
聞
』
一
九
九
二
年
一
月
一
二
日
朝
刊
）」

「
日
本
軍
が
慰
安
所
の
設
置
お
よ
び
挺
身
隊
（
従
軍
慰
安
婦
）
の
募
集
な
ど
を
指
示
監
督
し
て
い
た
事
実
が
当
時
の
資
料
を
通
じ
て
最
初
に
立
証
さ
れ

た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
る
。
非
常
に
嬉
し
く
意
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
も
う
こ
れ
以
上
日
本
政
府
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
責
任
を
回
避
す
る
道
理
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
く
な
っ
た

0

0

0

0

0

。（
中
略
）
日
本
政
府
は
こ
れ
を
契
機
に
謝
罪
と
補
償

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
し
て
徹
底
し
た
真
相
調
査
を
通
じ
て
魂
を
慰
労
す
る
な
ど

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
反
省
と
懺
悔
の

0

0

0

0

0

0

姿
勢
を
見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（「
정
신
대 
에 

종
지
부
를 

찍
자
」﹇「
挺
身
隊
に
終
止
符
を
打
と
う
」﹈『
朝
鮮
日
報
』
一
九
九
二
年
一
月
一
三
日

朝
刊
第
三
面
）」

「
日
本
政
府
が
初
め
て
過
誤
を
公
式
認
定
・
謝
罪
し
、
ま
た
韓
国
と
日
本
で
日
本
政
府
の
関
与
事
実
を
立
証
す
る
明
白
な
証
拠
資
料
と
証
言
が
次
々
現

れ
て
い
る
こ
の
良
い
機
会
に
挺
身
隊
被
害
賠
償
の
可
視
的
糸
口
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
韓
国
政
府
の
消
極
的
対
応
に
さ
ら
に
大
き
な
責
任
が
あ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

と
見
る
。（
中
略
）
結
論
的
に
言
え
ば
、
両
国
政
府
は
各
々
異
な
る
利
害
関
係
の
上
で
六
五
年
の
請
求
権
協
定
を
柱
に
頑
強
な
基
本
立
場
を
固
守
し

て
い
る
。
我
々
は
こ
の
時
点
で
六
五
年
の
韓
日
基
本
条
約
を
再
検
討
す
る
必
要
を
感
じ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（「
‘한
일
기
본
조
약
’ 

바
로 

잡
아
야
／
정
신
대 

배
상

은 

양
보
할
수 

없
는 

일
」﹇「『
韓
日
基
本
条
約
』
す
ぐ
に
正
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
／
挺
身
隊
補
償
は
譲
歩
で
き
な
い
こ
と
」﹈『
ハ
ン
ギ
ョ
レ
新
聞
』

一
九
九
二
年
一
月
一
八
日
朝
刊
）」
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「
挺
身
隊
問
題
が
議
論
に
挙
が
っ
て
か
ら
二
年
に
な
っ
て
も
首
相
訪
韓
時
の
韓
国
民
の
激
し
い
抗
議
を
取
り
繕
う
手
段
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

『
調
査
す
る

0

0

0

0

』
と
言
葉

0

0

0

で
だ
け
繰
り
返
し
て
来
た
日
本
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
果
た
し
て
ど
れ
だ
け
誠
実
な
調
査
資
料
を
提
示
す
る
の
か
見
届
け
よ
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（
中
略
）
日
本
の
賠
償
の
可
否
と
そ
の

水
準
は
全
的
に
韓
国
政
府
の
努
力
に
か
か
っ
て
い
る
と
思
う
。
特
に
政
府
が
肝
に
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
韓
日
の
過
去
の
清
算
が
挺
身
隊
問

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

題
に
だ
け
極
限
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
挺
身
隊
は
過
去
清
算
の
糸
口
で
あ
る
だ
け
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
他
に
六
五
年
の
韓
日
協
定
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

議
論
に
挙
が
ら
な
か
っ
た
強
制
徴
用
者
と
原
爆
被
害
者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
戦
犯
被
害
者

0

0

0

0

0

、
サ
ハ
リ
ン
同
胞
問
題
な
ど

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
広
範
囲
に
わ
た
る
日
帝
の
被
害
者
対
策
を
包
括

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
し
た
が
っ
て
政
府
は
、
六
五
年
の
請
求
権
協
定
の
改
正
を
強
力
に
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（「
정
신
대 

배
상 

구
체
적 

일
정 

제
시
하
라
」﹇「
挺
身
隊
補
償
具
体
的
日
程
提
示
し
ろ
」﹈『
ハ
ン
ギ
ョ
レ
新
聞
』
一
九
九
二
年
二
月
九
日
朝
刊
）」

　
韓
国
各
紙
は
『
朝
日
新
聞
』
の
報
道
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
日
本
軍
や
政
府
の
関
与
と
い
っ
た
事
実
を
厳
し
く
糾
弾
し
な
が
ら
日
本

政
府
に
真
相
究
明
と
公
式
的
な
謝
罪
や
補
償
を
求
め
る
「
謝
罪
・
補
償
」
フ
レ
ー
ム
を
展
開
し
て
い
る
。
ま
た
『
ハ
ン
ギ
ョ
レ
新
聞
』
や

『
京
郷
新
聞
』
は
同
事
実
を
日
韓
の
補
償
問
題
の
前
提
を
覆
し
得
る
重
大
な
事
実
と
捉
え
て
お
り
、
一
九
六
五
年
の
日
韓
請
求
権
協
定
の

再
検
討
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
韓
国
世
論
の
加
熱
を
受
け
て
、
日
韓
間
の
植
民
地
支
配
に
伴
う
補
償
問
題
は
国
交
正
常
化

時
の
条
約
と
付
属
協
定
に
よ
り
「
完
全
か
つ
最
終
的
に
解
決
し
た
」
と
、
こ
れ
ま
で
日
本
政
府
と
歩
調
を
合
わ
せ
「
不
作
為
」
を
指
摘
さ

れ
て
い
た
韓
国
政
府
も
、
結
果
的
に
宮
沢
首
相
帰
国
後
の
一
月
二
一
日
に
は
「
適
切
な
補
償
な
ど
の
措
置
取
る
」
よ
う
求
め
る
に
転
じ
、

慰
安
婦
問
題
は
い
よ
い
よ
混
沌
と
し
た
状
況
に
向
か
っ
て
い
っ
た
。

㈣
　 「
第
二
次
加
藤
談
話
」
か
ら
「
河
野
談
話
」
ま
で
（
一
九
九
二
年
七
月
七
日
〜
一
九
九
三
年
八
月

四
日
）：「
誠
意
あ
る
措
置
」
フ
レ
ー
ム

　
宮
沢
首
相
の
帰
国
直
後
に
韓
国
政
府
が
態
度
を
変
更
し
た
こ
と
で
、
宮
沢
首
相
の
訪
韓
「
謝
罪
外
交
」
の
思
惑
は
脆
く
も
崩
れ
去
っ
た
。
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一
連
の
「
謝
罪
外
交
」
は
、
仮
に
日
本
政
府
の
直
接
的
な
責
任
を
示
す
資
料
な
ど
が
出
て
き
た
と
し
て
も
、
国
交
正
常
化
時
に
締
結
し
た

条
約
と
付
属
協
定
が
存
在
す
る
限
り
日
本
政
府
に
追
加
的
な
補
償
な
ど
は
生
じ
な
い
と
の
認
識
の
下
で
行
わ
れ
て
い
た
た
）
46
（

め
、
日
本
政
府

も
方
針
の
転
換
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
時
期
を
前
後
す
る
が
、
日
本
政
府
は
『
朝
日
新
聞
』
の
報
道
直
後
、
宮
沢
首
相
訪
韓
前

（
一
九
九
二
年
一
月
一
四
日
）
の
段
階
で
既
に
「
補
償
に
代
わ
る
措
置
」
を
検
討
す
る
こ
と
を
発
表
し
て
お
）
47
（
り
、
宮
沢
首
相
訪
韓
の
際
に
は

以
前
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
抽
象
的
で
曖
昧
な
謝
罪
で
は
な
く
、
慰
安
婦
の
被
害
者
た
ち
に
対
し
て
具
体
的
に
謝
罪
を
述
べ
、
慰
安
婦
問
題

に
つ
い
て
調
査
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
日
本
政
府
は
今
後
の
対
処
に
関
す
る
歴
史
的
根
拠
の
確
定
の
た
め

に
も
従
軍
慰
安
婦
に
関
わ
る
歴
史
的
事
実
を
究
明
す
る
必
要
が
あ
り
、
資
料
収
集
な
ど
に
追
わ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
時
に
収
集
さ
れ
た
一

二
七
件
の
資
料
に
よ
っ
て
も
日
本
政
府
の
明
確
な
法
的
責
任
を
示
す
資
料
は
発
見
さ
れ
ず
、
当
初
の
予
見
を
裏
切
ら
れ
た
日
本
政
府
は

「
朝
鮮
半
島
出
身
者
の
い
わ
ゆ
る
従
軍
慰
安
婦
問
題
に
関
す
る
内
閣
官
房
長
官
発
表
」（「
第
二
次
加
藤
談
）
48
（

話
」）
の
中
で
「
政
府
の
関
与
」

と
い
っ
た
既
知
の
事
実
を
繰
り
返
す
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
調
査
結
果
を
受
け
て
韓
国
世
論
の
日
本
に
対
す
る
不
信
感
は
以
下
の
報
道

の
よ
う
に
益
々
広
が
っ
て
い
っ
た
。

「
日
本
政
府
は
、
挺
身
隊
問
題
に
つ
い
て
既
に
保
管
し
て
い
た
資
料
一
二
七
点
を
公
開
、
旧
日
本
軍
を
含
む
政
府
が
関
与
し
た
こ
と
を
認
め
な
が
ら
謝

罪
と
反
省
の
意
を
表
明
し
た
に
留
ま
っ
た
。
彼
ら
は
日
本
軍
・
政
府
が
挺
身
隊
員
を
強
制
的
に
動
員
し
た
事
実
を
否
認
し
な
が
ら
、
ま
た
今
後
の
対
策

に
つ
い
て
も
曖
昧
な
立
場
を
と
っ
た
。
し
た
が
っ
て
挺
身
隊
に
関
す
る
加
藤
長
官
の
公
開
・
謝
罪
発
言
は
こ
の
問
題
の
解
決
に
何
の
役
に
も
立
た
な
い

と
評
価
さ
れ
る
。（
中
略
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
日
本
の
率
直
な
事
実
認
定
と
真
の
反
省
が
な
い
な
ら
ば
補
償
は
意
味
が
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
韓
日
関
係
は
摩
擦

0

0

0

0

0

0

0

と
葛
藤
を
払
拭
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（「
마
지
못
한 

정
신
대 

시
인
」﹇「
や
む
を
得
ず
挺
身
隊
是
認
」﹈『
朝
鮮
日
報
』
一
九
九
二
年
七
月
八
日
朝
刊

第
三
面
）」
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「
日
本
政
府
の
関
与
事
実
を
認
め
な
が
ら
も
強
制
性
の
部
分
は
根
拠
資
料
が
な
い
と
い
う
言
い
訳
を
掲
げ
巧
み
に
言
い
逃
れ
を
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
従
軍
慰
安

婦
問
題
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
不
誠
実
な
日
本
政
府
の
態
度

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
直
ら
な
い
限
り
彼
ら
が
話
す
『
未
来
志
向
的
な
新
し
い
韓
・
日
関
係
の
構
築
』
は
単
な

る
言
葉
遊
び
に
終
わ
る
し
か
な
い
。（
中
略
）
日
本
政
府
の
よ
り
誠
意
あ
る
真
相
調
査
と
被
害
当
事
者
に
対
す
る
充
分
な
補
償
措
置
を
期
待

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
。

（「
자
진
해 

위
안
부 

됐
단 

말
인
가
」﹇「
自
ら
慰
安
婦
に
な
っ
た
と
い
う
話
な
の
か
」﹈『
京
郷
新
聞
』
一
九
九
二
年
七
月
八
日
朝
刊
）」

「
問
題
は
慰
安
婦
の
『
募
集
』
ま
た
は
徴
集
過
程
で
現
れ
た
強
制
力
行
使
の
部
分
に
つ
い
て
の
究
明
意
志
が
不
充
分
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

（
中
略
）
こ
の
よ
う
な
日
本
に
真
相
究
明
の
た
め
の
誠
意
あ
る
調
査

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
、
先
だ
っ
た
謝
罪
の
意
を
充
分
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
誠
意
あ
る
措
置

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
催
促

す
る
と
言
っ
て
、
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
反
応
を
得
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
懐
疑
は
、
事
実
、
捨
て
難
い
。（「
대
일 

배
상
요
구 

정
부
가 

나
서

라
／
‘위
안
부 

만
행
’ 

우
리
가 
규
명
해
야
」﹇「
対
日
補
償
要
求
政
府
が
立
ち
上
が
れ
／
『
慰
安
婦
蛮
行
』
我
々
が
究
明
し
な
け
れ
ば
」﹈『
ハ
ン
ギ
ョ

レ
新
聞
』）
一
九
九
二
年
八
月
二
日
朝
刊
」

　「
強
制
連
行
」
な
ど
日
本
政
府
の
明
確
な
法
的
責
任
を
示
す
資
料
が
い
ず
れ
発
見
さ
れ
る
こ
と
を
予
見
し
て
い
た
の
は
韓
国
側
も
同
様

で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
資
料
は
発
見
さ
れ
ず
、「
第
二
次
加
藤
談
話
」
も
期
待
外
れ
に
終
わ
っ
た
韓
国
側
は
「
あ
る
は
ず
の
資

料
が
出
て
来
な
い
の
は
日
本
政
府
が
誠
意
を
も
っ
て
調
査
を
し
て
い
な
い
か
ら
」、「
誠
意
な
き
日
本
政
府
に
は
そ
も
そ
も
問
題
解
決
の
意

志
が
な
い
」、「
強
制
を
否
定
し
言
い
逃
れ
ば
か
り
す
る
日
本
は
何
も
反
省
し
て
い
な
い
」
と
い
う
印
象
を
強
め
て
い
っ
た
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
印
象
が
結
果
的
に
「
日
本
の
謝
罪
は
言
葉
だ
け
で
、（
慰
安
婦
を
は
じ
め
と
し
た
歴
史
認
識
）
問
題
の
解
決
に
は
日
本
の
誠
意
あ
る
措

置
（
真
相
究
明
と
謝
罪
、
付
随
措
置
）
が
必
要
だ
」
と
い
う
理
解
を
韓
国
社
会
に
定
着
さ
せ
、
そ
の
よ
う
な
理
解
は
「
誠
意
あ
る
措
置
」
フ

レ
ー
ム
と
し
て
表
出
し
た
。
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㈤
　 「
河
野
談
話
」
後
の
展
開
（
一
九
九
三
年
八
月
五
日
〜
一
九
九
七
年
一
月
一
一
日
）：「
法
的
責
任

を
回
避
す
る
日
本
」
フ
レ
ー
ム

　『
朝
日
新
聞
』
の
報
道
と
日
本
政
府
自
身
に
よ
る
「
代
替
措
置
」
の
発
表
、
宮
沢
首
相
訪
韓
後
の
盧
泰
愚
政
権
に
よ
る
補
償
要
求
に
よ

り
対
応
を
迫
ら
れ
て
き
た
日
本
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
三
年
二
月
に
誕
生
し
た
金
泳
三
政
権
は
発
足
早
々
の
三
月
一
三
日
に
「
従
軍
慰
安

婦
問
題
は
日
本
側
の
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
日
本
に
物
質
的
補
償
は
求
め
な
い
代
わ
り
に
韓
国
政
府
の
予
算
で
補

償
を
行
う
」
旨
を
明
ら
か
に
し
）
49
（
た
。
こ
の
発
言
は
、「
補
償
問
題
は
国
交
正
常
化
時
に
解
決
済
み
」
と
す
る
日
本
政
府
の
見
解
と
合
致
す

る
好
意
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
「
証
言
で
は
立
証
に
な
ら
な
い
」
と
拒
否
し
て
い
た
韓
国
在
住
の
従
軍
慰
安
婦
被
害
者
た
ち
へ
の

聞
き
取
り
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
と
）
50
（

し
、
そ
れ
ら
の
調
査
結
果
と
日
本
の
立
場
を
最
終
的
に
「
河
野
談
話
」
と
し
て
発
表
し
た
。

　「
河
野
談
話
」
の
評
価
は
韓
国
内
で
も
様
々
で
あ
っ
た
。
韓
国
の
中
央
紙
は
、『
京
郷
新
聞
』
が
「
日
本
政
府
が
慰
安
婦
動
員
の
強
制
性

を
公
式
に
認
め
た
部
分
は
そ
れ
な
り
に
良
か
っ
）
51
（

た
」
と
評
価
し
た
ほ
か
、『
朝
鮮
日
報
』
も
「
日
本
政
府
の
公
式
的
な
謝
罪
と
し
て
受
け

入
れ
る
こ
と
に
大
き
な
問
題
は
な
い
よ
う
）
52
（
だ
」
と
比
較
的
好
意
的
に
受
け
止
め
る
な
ど
、
概
ね
「
強
制
性
」
を
認
め
た
部
分
に
つ
い
て
は

評
価
し
つ
つ
そ
れ
が
一
部
で
あ
っ
て
完
全
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
疑
心
を
抱
い
た
り
注
意
を
払
っ
た
り
す
る
と
い
っ
た
論
調
に
留
ま
っ

て
お
り
、「
河
野
談
話
」
に
真
っ
向
か
ら
反
対
し
た
の
は
慰
安
婦
問
題
に
熱
心
で
あ
っ
た
『
ハ
ン
ギ
ョ
レ
新
聞
』
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
一

方
、
被
害
者
支
援
団
体
の
評
価
は
厳
し
く
、
調
査
に
協
力
し
た
太
平
洋
戦
争
犠
牲
者
遺
族
会
で
さ
え
「
日
本
政
府
の
介
入
に
つ
い
て
は
曖

昧
に
認
め
た
だ
け
だ
」
と
非
難
し
、
挺
対
協
に
至
っ
て
は
「
問
題
の
本
質
を
回
避
し
た
ま
ま
調
査
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
る
」
も
の
と
し

て
「
河
野
談
話
」
を
酷
評
し
）
53
（
た
。
他
方
、
韓
国
外
交
部
の
当
局
者
は
「
わ
が
国
政
府
の
意
見
を
相
当
水
準
に
反
映
し
た
も
の
だ
。
今
後
、

こ
の
問
題
を
両
国
間
の
外
交
問
題
に
し
な
い
」、「
韓
日
間
の
最
大
の
障
害
物
が
解
消
さ
れ
た
」
と
表
明
す
る
な
）
54
（

ど
、
韓
国
政
府
は
こ
の
談

話
に
高
評
価
を
下
し
た
。
こ
の
よ
う
に
「
河
野
談
話
」
に
対
す
る
理
解
は
各
主
体
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
た
め
、
同
談
話
に
つ
い
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て
は
韓
国
社
会
の
価
値
観
や
理
解
を
反
映
し
た
特
定
の
フ
レ
ー
ム
は
形
成
さ
れ
な
か
っ
）
55
（
た
。

　「
物
質
的
補
償
は
求
め
な
い
」
と
の
発
言
以
来
示
さ
れ
た
金
泳
三
政
権
の
慰
安
婦
問
題
解
決
に
向
け
た
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
「
河
野
談

話
」
後
も
継
続
し
、
細
川
政
権
（
九
四
年
四
月
ま
で
）
と
金
泳
三
政
権
の
間
で
は
日
本
側
が
過
去
の
歴
史
に
対
す
る
反
省
や
謝
罪
を
述
べ

て
は
韓
国
側
が
そ
れ
を
評
価
す
る
と
い
う
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
さ
ら
に
村
山
政
権
に
変
わ
っ
た
九
五
年
六
月
に
は
、
そ
れ
が
渡
辺
美

智
雄
副
総
理
の
「
日
韓
併
合
条
約
は
円
満
裏
に
つ
く
ら
れ
た
国
際
的
条
約
で
あ
り
、
国
際
的
に
も
合
法
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
政
府
の
立

場
だ
」
と
い
う
趣
旨
の
発
言
が
あ
っ
て
か
ら
一
〇
日
程
し
か
経
っ
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
側
の
「
ア
ジ
ア
女
性
基
金
」

設
置
に
つ
い
て
「
当
事
者
た
ち
の
要
求
が
あ
る
程
度
、
反
映
さ
れ
た
、
誠
意
あ
る
措
）
56
（

置
」
と
評
価
し
た
。

　
し
か
し
一
九
九
六
年
二
月
に
国
連
に
提
出
さ
れ
た
「
ク
マ
ラ
ス
ワ
ミ
報
）
57
（
告
」
の
内
容
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
状
況
は
少
し
ず
つ
変
化
し

て
い
く
。
同
報
告
は
、
従
軍
慰
安
婦
に
関
す
る
日
本
政
府
の
法
的
責
任
の
認
定
や
被
害
者
個
々
人
に
対
す
る
補
償
金
の
支
払
い
な
ど
を
勧

告
し
た
上
、
勧
告
と
は
別
に
「
ア
ジ
ア
女
性
基
金
」
に
つ
い
て
も
「
日
本
政
府
の
道
徳
的
懸
念
の
表
れ
で
あ
る
が
、
法
的
責
任
の
否
定
の

表
明
で
あ
る
」
と
言
及
し
て
い
る
。
日
本
側
は
官
房
長
官
が
直
ち
に
「
法
的
に
受
け
入
れ
る
余
地
が
な
い
」
と
の
趣
旨
で
同
報
告
を
否
定

す
る
と
と
も
に
、
国
連
人
権
委
員
会
で
の
採
択
を
め
ぐ
っ
て
は
反
論
書
の
配
布
や
報
告
を
非
難
す
る
非
公
式
文
書
の
配
布
に
明
け
暮
れ
た
。

対
す
る
韓
国
側
は
会
議
後
に
「
韓
国
政
府
の
重
大
な
政
策
転
換
を
意
味
し
な
い
」
と
し
つ
つ
も
、
九
六
年
四
月
の
国
連
人
権
委
員
会
の
場

で
日
本
に
対
し
「
ク
マ
ラ
ス
ワ
ミ
報
告
」
の
受
け
入
れ
を
要
求
）
58
（
し
、
こ
こ
に
二
〇
一
五
年
の
「
慰
安
婦
合
意
」
ま
で
続
く
慰
安
婦
問
題
を

仲
立
ち
と
し
た
韓
国
に
よ
る
国
連
の
場
で
の
日
本
非
難
が
本
格
化
し
た
。「
ク
マ
ラ
ス
ワ
ミ
報
告
」
と
日
本
政
府
の
一
連
の
対
応
を
受
け

て
韓
国
で
は
以
下
の
よ
う
な
報
道
が
な
さ
れ
た
。

「
今
ま
で
歪
曲
さ
れ
た
歴
史
観
と
詭
弁
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

『
従
軍
慰
安
婦

0

0

0

0

0

』
に
対
す
る
責
任
を
否
認
し
て
来
た
日
本

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
主
張
は
最
も
権
能
の
あ
る
国
際
機
構
の
客
観
的

調
査
報
告
に
よ
り
こ
れ
以
上
立
つ
瀬
が
な
く
な
っ
た
。（
中
略
）
韓
国
を
は
じ
め
と
し
た
ア
ジ
ア
諸
国
の
数
多
く
の
女
性
た
ち
が
最
も
重
要
な
人
権
を
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蹂
躙
さ
れ
た
こ
と
が
厳
然
た
る
事
実
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
蛮
行
を
過
去
の
日
本
の
公
権
力
が
恣
行
し
た
と
い
う
証
拠
も
充
分
に
提
示
さ
れ
て
い
る
状

態
だ
。
日
本
政
府
は
そ
れ
に
反
（
反
証
）
を
出
せ
な
い
の
に
法
的
責
任
が
な
い
と
い
う
主
張
だ
け
繰
り
返
す
。（「
일
본
은 

『
국
가
배
상
』
을 

오
락
가

락 

보
건
복
지
부 

“
군
복
을 

입
어
라

”」﹇「
日
本
は
『
国
家
賠
償
』
を
二
転
三
転
　
保
健
福
祉
部
『
軍
服
を
着
ろ
』」﹈『
朝
鮮
日
報
』
一
九
九
六
年
二

月
八
日
朝
刊
第
三
面
）」

「
報
告
書
の
内
容
は
、
こ
れ
ま
で
国
家
次
元
の
賠
償
を
拒
否
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
民
間
募
金
に
よ
る

0

0

0

0

0

0

0

『
慰
労
金

0

0

0

』
で
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
た
日
本
政
府
の
立

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

場
を
全
面
否
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（
中
略
）
日
本
の
官
房
長
官
は
『
法
的
に
受
け
入
れ
る
余
地
が
な
い
』
と
い
う
言
葉
で
国
家
次
元
の
賠
償

0

0

0

0

0

0

0

に
応
じ
な
い
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
日
本
政
府
の
こ
の
よ
う
な
立
場
は
こ
の
問
題
を
実
質
的
解
決
よ
り
は

0

0

0

0

0

0

0

0

『
外
交
的
修
辞

0

0

0

0

0

』
で
ご
ま
か
そ

0

0

0

0

0

う
と
い
う
従
来
の
立
場
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
と
相
違
な
い
。（「『
위
안
부
』
에 

책
임
이
없
다
는 

일
본
」﹇「『
慰
安
婦
』
に
責
任
な
い
と
い
う
日

本
」﹈『
京
郷
新
聞
』
一
九
九
六
年
二
月
八
日
朝
刊
）」

「
日
本
政
府
が
各
国
を
相
手
に
こ
の
報
告
書
の
採
択
を
拒
否
す
る
よ
う
ロ
ビ
ー
に
着
手
し
て
来
た
と
い
う
噂
も
聞
こ
え
る
。
最
近
日
本
が
民
間
団
体
を

0

0

0

0

0

0

0

0

使
っ
て
来
た
る
七
月
ま
で
に
慰
安
婦
個
々
人
に
い
く
ら
か
の
慰
労
金
を
渡
す
よ
う
手
配
す
る
こ
と
で
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
決
定
し
た
の
も
慰
安
婦
問

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

題
解
決
に
誠
意
を
尽
く
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
国
際
社
会
に
植
え
付
け
よ
う
と
い
う
作
戦
の
一
環

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
っ
た
と
分
か
る
。（「
‘위
안
부

’ 

는 

일
본 

정

부
의 

책
임
이
다
」﹇「『
慰
安
婦
』
は
日
本
政
府
の
責
任
で
あ
る
」﹈『
ハ
ン
ギ
ョ
レ
新
聞
』
一
九
九
六
年
四
月
一
九
日
朝
刊
）」

　
報
告
の
内
容
と
日
本
政
府
の
対
応
か
ら
、
従
軍
慰
安
婦
問
題
に
つ
い
て
日
本
政
府
が
未
だ
法
的
責
任
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
が
改
め
て

明
ら
か
と
な
り
、
そ
れ
が
「
法
的
責
任
を
回
避
す
る
日
本
」
フ
レ
ー
ム
と
し
て
表
出
し
た
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
社
会
的
理
解
か
ら
「
ア
ジ

ア
女
性
基
金
」
に
つ
い
て
も
法
的
責
任
回
避
の
た
め
の
手
段
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
、
最
終
的
に
は
「
法
的
責
任
を
回
避
す

る
た
め
の
民
間
基
金
」
と
い
う
理
解
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
。
九
六
年
六
月
に
首
脳
会
談
と
並
行
し
て
開
か
れ
た
日
韓
外
相
会
談
で
は
「
で
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き
る
限
り
被
害
者
ら
の
納
得
を
得
ら
れ
る
解
決
を
期
待
し
た
い
」
と
「
ア
ジ
ア
女
性
基
金
」
に
よ
る
解
決
に
つ
い
て
韓
国
政
府
が
難
色
を

示
し
始
め
た
。
そ
し
て
同
年
七
月
に
基
金
関
係
者
が
挺
対
協
な
ど
基
金
の
受
け
取
り
を
拒
む
関
連
団
体
や
被
害
者
と
の
接
触
に
つ
い
て
韓

国
政
府
に
面
談
を
申
し
入
れ
た
が
、「
民
間
基
金
」
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
見
解
が
示
さ
れ
た
の
み
）
59
（
で
、
こ
れ
以
降
韓
国

政
府
が
同
基
金
に
よ
る
慰
安
婦
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
日
本
政
府
や
基
金
に
協
力
的
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

五
　
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
の
誕
生
と
変
容
、
問
題
解
決
の
挫
折

　
金
学
順
の
証
言
か
ら
「
ア
ジ
ア
女
性
基
金
」
の
韓
国
で
の
事
業
実
施
ま
で
は
約
五
年
半
と
い
う
期
間
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
間
に
従
軍
慰

安
婦
問
題
を
め
ぐ
る
局
面
は
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
韓
国
内
に
は
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
が
誕
生
し
、
変
容
し

た
。

　
尹
貞
玉
の
コ
ラ
ム
が
掲
載
さ
れ
て
か
ら
金
学
順
の
証
言
が
あ
る
ま
で
は
「
日
本
政
府
不
信
」
フ
レ
ー
ム
と
「
韓
国
政
府
の
不
作
為
」
フ

レ
ー
ム
が
優
勢
で
あ
っ
た
。「
日
本
政
府
不
信
」
フ
レ
ー
ム
が
優
勢
だ
っ
た
要
因
に
は
、
当
時
の
韓
国
社
会
が
従
軍
慰
安
婦
問
題
そ
の
も

の
に
は
無
関
心
で
あ
っ
た
代
わ
り
に
、
同
問
題
を
「
強
制
徴
用
」
問
題
の
一
環
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
韓
国

で
は
「
強
制
徴
用
」
被
害
者
の
提
訴
が
相
次
い
で
お
り
、
日
本
政
府
は
追
加
的
な
補
償
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
そ
の
責
任
の
回
避

に
奔
走
し
た
。
韓
国
側
の
再
三
の
要
求
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
調
査
拒
否
や
責
任
回
避
を
す
る
日
本
政
府
の
姿
が
韓
国
社
会
に
不
信
感
を
抱

か
せ
た
結
果
、「
日
本
政
府
不
信
」
フ
レ
ー
ム
が
誕
生
し
た
。
そ
し
て
日
本
政
府
の
こ
の
よ
う
な
対
応
は
、
金
学
順
の
証
言
に
よ
り
慰
安

婦
問
題
そ
の
も
の
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
後
も
、
責
任
回
避
の
対
象
が
「
強
制
徴
用
」
か
ら
慰
安
婦
に
す
り
替
わ
っ
た
だ
け
で
基
本
的
に

変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、『
朝
日
新
聞
』
の
「
軍
関
与
」
報
道
が
あ
る
ま
で
同
フ
レ
ー
ム
は
踏
襲
さ
れ
た
。
一
方
で
「
韓

国
政
府
の
不
作
為
」
フ
レ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、「
強
制
徴
用
」
問
題
や
慰
安
婦
問
題
に
関
し
て
被
害
者
の
具
体
的
な
救
済
に
動
き
出
さ
な
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い
韓
国
政
府
の
対
応
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
。
韓
国
政
府
は
慰
安
婦
問
題
が
「
強
制
徴
用
」
問
題
の
一
環
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
時
期

か
ら
、
会
談
な
ど
を
通
じ
て
日
本
政
府
に
口
頭
で
真
相
究
明
な
ど
を
要
求
し
て
は
い
た
も
の
の
、
結
果
的
に
拒
否
さ
れ
状
況
が
一
向
に
進

展
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
韓
国
民
に
政
府
対
応
に
関
す
る
不
満
を
抱
か
せ
る
に
は
充
分
で
あ
っ
た
し
、

場
合
に
よ
っ
て
は
韓
国
政
府
が
日
本
政
府
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
映
っ
た
。
そ
し
て
日
本
の
真
摯
な
対
応
を
引
き
出
せ
な

い
責
任
は
、
実
名
で
の
証
言
が
揃
い
提
訴
ま
で
さ
れ
て
い
る
状
況
に
お
い
て
も
従
来
と
大
差
の
な
い
対
応
を
繰
り
返
す
韓
国
政
府
に
も
見

出
さ
れ
、
そ
の
不
満
は
日
本
政
府
の
対
応
へ
の
不
信
感
と
並
行
す
る
形
で
「
韓
国
政
府
の
不
作
為
」
フ
レ
ー
ム
と
し
て
表
出
し
た
。

　
続
い
て
、『
朝
日
新
聞
』
の
「
軍
関
与
」
報
道
か
ら
「
第
二
次
加
藤
談
話
」
ま
で
は
「
謝
罪
・
補
償
」
フ
レ
ー
ム
が
優
勢
で
あ
っ
た
。

こ
の
フ
レ
ー
ム
が
優
勢
だ
っ
た
要
因
に
は
、
当
時
の
日
韓
両
国
に
お
い
て
慰
安
婦
問
題
に
関
す
る
「
政
府
や
軍
の
『
関
与
』
＝
『
責

任
』」
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
）
60
（

た
。
日
本
政
府
は
、
慰
安
婦
問
題
が
「
強
制
徴
用
」
問
題
の
一
環
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
た
頃

か
ら
、
日
本
政
府
が
「
強
制
徴
用
」
に
は
関
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
責
任
や
違
法
性
を
否
定
し
、「
強
制
徴
用
」
を
し
た
の
は
民

間
業
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
政
府
に
よ
る
調
査
や
真
相
究
明
を
拒
否
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
韓
国
社
会
は
こ
の
二
点
を
突
破
す
る
こ
と

が
日
本
政
府
に
補
償
を
求
め
る
に
あ
た
っ
て
非
常
に
重
要
な
関
門
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
。『
朝
日
新
聞
』
の
「
軍
関
与
」
報
道
は
こ

の
双
方
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
政
府
に
は
も
は
や
責
任
回
避
や
真
相
究
明
を
拒
否
す
る
道
理
が
な
く
な
っ
た
と
し
て
、
韓
国
社

会
は
日
本
に
謝
罪
や
補
償
を
強
く
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
同
報
道
か
ら
五
日
後
の
宮
沢
首
相
訪
韓
を
見
据
え
て
、
報
道

の
三
日
後
（
一
九
九
二
年
一
月
一
四
日
）
に
日
本
政
府
が
「
補
償
に
代
わ
る
措
置
」
を
検
討
す
る
こ
と
を
発
表
し
た
こ
と
）
61
（

や
、
実
際
に
訪
韓

し
た
宮
沢
首
相
が
首
脳
会
談
で
謝
罪
の
言
葉
を
繰
り
返
）
62
（

し
、
な
す
術
も
な
く
平
謝
り
を
繰
り
返
し
た
姿
も
「
謝
罪
・
補
償
」
フ
レ
ー
ム
を

後
押
し
・
強
化
し
た
。
世
論
の
加
熱
を
受
け
た
韓
国
政
府
は
立
場
を
改
め
宮
沢
首
相
帰
国
後
の
一
月
二
一
日
に
は
適
切
な
補
償
な
ど
を
求

め
る
に
転
じ
た
。

　
そ
し
て
、「
第
二
次
加
藤
談
話
」
か
ら
「
河
野
談
話
」
ま
で
は
「
誠
意
あ
る
措
置
」
フ
レ
ー
ム
が
優
勢
で
あ
っ
た
。
こ
の
フ
レ
ー
ム
が
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優
勢
だ
っ
た
要
因
に
は
、「
強
制
連
行
」
な
ど
の
従
軍
慰
安
婦
の
動
員
過
程
に
お
け
る
違
法
行
為
に
日
本
政
府
が
直
接
関
与
し
た
こ
と
を

示
す
資
料
は
比
較
的
容
易
に
発
見
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
日
韓
両
国
政
府
の
予
見
や
期
待
が
あ
っ
た
。
既
に
補
償
の
代
替
措
置
を
行
う
こ

と
を
発
表
し
て
い
た
日
本
政
府
は
こ
の
予
見
を
前
提
に
今
後
の
対
処
に
関
す
る
歴
史
的
根
拠
の
確
定
に
邁
進
し
て
い
た
。
し
か
し
予
見
し

て
い
た
資
料
は
発
見
さ
れ
ず
、
談
話
で
も
「
政
府
の
関
与
」
の
言
及
に
留
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
期
待
を
裏
切
ら
れ
た
韓
国
政
府
は
談

話
の
直
後
に
調
査
を
行
い
、
証
言
や
状
況
証
拠
を
根
拠
に
「
事
実
上
の
強
制
連
行
が
あ
っ
た
」
と
反
論
し
）
63
（

た
。
以
後
、
韓
国
政
府
や
社
会

は
「
第
二
次
加
藤
談
話
」
を
日
本
政
府
の
誠
意
を
欠
い
た
調
査
の
結
果
と
見
な
す
よ
う
に
な
り
、
こ
の
よ
う
な
理
解
が
「
誠
意
あ
る
措

置
」
フ
レ
ー
ム
の
表
出
に
繫
が
っ
て
い
っ
た
。

　
こ
こ
で
発
生
し
た
認
識
の
相
違
に
よ
り
慰
安
婦
問
題
が
益
々
混
沌
と
し
て
い
く
中
で
、
金
泳
三
政
権
が
突
如
日
本
に
協
力
的
な
発
言
を

行
っ
た
の
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
存
在
し
た
。
そ
れ
は
北
朝
鮮
に
よ
る
核
拡
散
防
止
条
約
（
Ｎ
Ｐ
Ｔ
）
か
ら
の
脱
退
表
明
（
一
九
九
三

年
三
月
一
二
日
）、
い
わ
ゆ
る
米
朝
核
危
機
の
発
生
で
あ
っ
た
。
金
泳
三
大
統
領
の
発
言
は
こ
の
翌
日
に
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
朝
鮮

半
島
に
も
た
ら
さ
れ
た
核
兵
器
と
い
う
新
た
な
危
機
が
、
韓
国
と
同
様
に
米
国
の
同
盟
国
で
あ
り
北
朝
鮮
の
核
兵
器
を
脅
威
と
感
じ
る
日

本
と
の
協
力
の
必
要
性
を
生
じ
さ
せ
、
慰
安
婦
問
題
を
解
決
さ
せ
る
方
向
に
舵
を
切
ら
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
韓
国
政
府
は

北
朝
鮮
の
Ｎ
Ｐ
Ｔ
脱
退
表
明
を
受
け
て
「
米
国
や
日
本
な
ど
友
邦
国
と
外
交
的
な
関
係
を
強
）
64
（

化
」
す
る
方
針
を
固
め
て
お
り
、
発
言
後
韓

国
政
府
内
で
は
「
日
本
に
物
質
的
補
償
を
求
め
な
い
」
こ
と
も
再
確
認
さ
れ
て
い
）
65
（
る
。

　
金
泳
三
政
権
の
方
針
転
換
に
よ
り
日
韓
両
国
政
府
は
従
軍
慰
安
婦
問
題
を
一
気
に
収
束
さ
せ
る
方
向
に
動
き
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
河

野
談
話
」
が
発
表
さ
れ
た
。「
河
野
談
話
」
に
つ
い
て
は
韓
国
内
で
画
一
化
さ
れ
た
フ
レ
ー
ム
は
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
要
因
に

は
当
時
の
韓
国
社
会
の
「
強
制
」
や
「
違
法
行
為
」
に
関
す
る
考
え
方
が
あ
っ
た
。
当
時
の
韓
国
社
会
は
、「
強
制
＝
違
法
行
為
」
と
捉

え
て
お
り
、
従
軍
慰
安
婦
問
題
に
つ
い
て
日
本
側
に
「
強
制
」、
す
な
わ
ち
「
違
法
行
為
」
が
存
在
し
た
こ
と
さ
え
認
め
さ
せ
て
し
ま
え

ば
、
補
償
や
責
任
追
及
は
比
較
的
容
易
に
で
き
る
と
い
っ
た
漠
然
と
し
た
考
え
方
が
蔓
延
し
て
い
た
。「
河
野
談
話
」
は
こ
の
「
強
制
」
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に
つ
い
て
各
主
体
に
よ
っ
て
如
何
様
に
も
解
釈
で
き
る
表
現
を
用
い
て
お
り
、
韓
国
内
で
評
価
が
割
れ
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

　
米
朝
核
危
機
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
金
泳
三
政
権
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
暫
く
継
続
し
た
が
、
米
朝
枠
組
み
合
意
（
九
四
年
一
〇
月
）

や
朝
鮮
半
島
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
機
構
（
Ｋ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
、
九
五
年
三
月
）
の
開
設
な
ど
に
よ
り
北
朝
鮮
情
勢
が
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
て
い
く
中

で
、
韓
国
政
府
が
日
本
と
協
力
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
も
少
し
ず
つ
失
わ
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
渡
辺
副
総
理
や
村
山
首
相
の
よ
う
に
、
当

時
の
村
山
政
権
下
で
日
韓
併
合
を
合
法
と
見
る
発
言
が
日
本
政
府
高
官
か
ら
度
々
呈
さ
れ
た
こ
と
も
、
日
本
と
の
協
力
の
余
地
を
徐
々
に

狭
め
て
い
っ
た
。「
ク
マ
ラ
ス
マ
ミ
報
告
」
は
「
法
的
責
任
を
回
避
す
る
日
本
」
フ
レ
ー
ム
を
誕
生
さ
せ
た
が
、
同
フ
レ
ー
ム
が
誕
生
し

た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
韓
国
政
府
の
日
本
政
府
と
協
力
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
低
下
と
、
日
本
政
府
に
よ
る
同
報
告
の
明
確
な
否

定
、
す
な
わ
ち
慰
安
婦
問
題
を
め
ぐ
る
違
法
性
や
法
的
責
任
の
否
定
が
あ
っ
た
。「
河
野
談
話
」
は
こ
の
違
法
性
（
強
制
）
の
部
分
が
曖

昧
だ
っ
た
た
め
特
定
の
フ
レ
ー
ム
を
形
成
し
得
な
か
っ
た
が
、「
ク
マ
ラ
ス
ワ
ミ
報
告
」
に
対
す
る
日
本
政
府
の
対
処
は
こ
の
点
を
明
確

に
し
、「
法
的
責
任
」
の
重
要
性
を
際
立
た
せ
る
効
果
を
生
ん
だ
。
そ
し
て
こ
こ
で
形
成
さ
れ
た
フ
レ
ー
ム
は
、「
法
的
責
任
を
回
避
す
る

た
め
の
民
間
基
金
」
で
あ
る
と
し
て
、
既
に
設
立
済
み
で
あ
っ
た
「
ア
ジ
ア
女
性
基
金
」
に
対
す
る
韓
国
社
会
の
信
頼
を
大
き
く
損
ね
る

こ
と
に
繫
が
り
、「
ア
ジ
ア
女
性
基
金
」
と
い
う
民
間
基
金
に
よ
る
慰
安
婦
問
題
の
解
決
を
受
け
入
れ
難
い
も
の
と
し
て
い
っ
た
。

　
本
来
、
法
的
責
任
と
道
義
的
責
任
の
優
劣
を
つ
け
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
実
際
、
慰
安
婦
問
題
で
民
間
基
金
に
よ

る
解
決
が
目
指
さ
れ
た
背
景
に
は
、
日
韓
間
の
過
去
の
請
求
権
に
関
す
る
日
本
政
府
の
立
場
も
然
る
こ
と
な
が
ら
、
日
本
の
侵
略
戦
争
と

植
民
地
支
配
へ
の
反
省
と
償
い
は
、
政
府
だ
け
に
委
ね
る
べ
き
で
は
な
く
、
日
本
国
民
全
体
が
か
か
わ
る
仕
組
み
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
）
66
（

い
と
い
う
道
義
的
な
考
え
方
が
あ
っ
た
。
し
か
し
慰
安
婦
問
題
に
つ
い
て
は
、
先
の
フ
レ
ー
ム
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
道
義
的
責
任

よ
り
も
法
的
責
任
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
法
的
責
任
が
道
義
的
責
任
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
言
え
る
点
は
、
自
己
の
主
張
を
国
家
・
政
府

に
強
要
で
き
る
点
で
あ
る
）
67
（
が
、
こ
の
よ
う
な
自
己
主
張
の
強
制
実
現
が
期
待
さ
れ
る
背
景
に
は
、「
日
本
政
府
不
信
」
フ
レ
ー
ム
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
韓
国
社
会
の
日
本
政
府
に
対
す
る
慢
性
的
な
不
信
感
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
韓
国
社
会
は
、「
日
本
政
府
が
言
う
道
義
的
責
任
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や
そ
れ
を
実
現
す
る
と
い
う
ア
ジ
ア
女
性
基
金
は
到
底
信
用
で
き
な
い
た
め
、
司
法
府
で
戦
い
、
世
論
や
メ
デ
ィ
ア
の
力
で
日
本
政
府
を

屈
服
さ
せ
よ
）
68
（

う
」
と
い
う
考
え
を
漠
然
と
抱
き
、
法
的
責
任
を
重
視
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　 
韓
国
社
会
の
そ
の
よ
う
な
理
解
の
一
方
で
、
日
本
政
府
は
、
慰
安
婦
問
題
に
か
か
る
一
連
の
交
渉
に
お
い
て
道
義
的
責
任
に
基
づ
く

「
ア
ジ
ア
女
性
基
金
」
の
償
い
以
上
の
行
動
は
と
ら
な
い
、
と
い
う
ス
タ
ン
ス
か
ら
一
歩
も
動
こ
う
と
し
な
か
っ
）
69
（
た
。
そ
れ
は
、
国
家
補

償
に
応
じ
る
こ
と
は
慰
安
婦
問
題
を
日
韓
間
の
過
去
に
お
け
る
請
求
権
に
関
わ
る
問
題
で
「
完
全
か
つ
最
終
的
に
解
決
し
た
」
こ
と
の

「
例
外
」
と
認
め
る
こ
と
と
等
し
く
、
同
様
の
論
理
に
よ
り
次
々
と
「
例
外
」
が
増
え
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
た
め
で
あ
っ
）
70
（
た
。
ま
た
韓

国
内
で
「
ア
ジ
ア
女
性
基
金
」
に
代
わ
る
被
害
者
た
ち
の
納
得
の
い
く
措
置
が
求
め
ら
れ
て
い
く
中
で
も
、
基
金
を
進
ん
で
受
け
入
れ
よ

う
と
い
う
被
害
者
ら
が
確
か
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
基
金
を
実
施
に
踏
み
込
ま
せ
た
。
し
か
し
「
民
間
基
金
＝
法
的
責
任
の
回
避
」
と

い
う
支
配
的
な
認
識
を
克
服
で
き
ず
に
行
わ
れ
た
基
金
の
事
業
は
当
然
謝
罪
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
日
本

側
に
は
形
は
ど
う
で
あ
れ
「
償
い
・
謝
罪
を
し
た
」・「
慰
安
婦
問
題
は
ア
ジ
ア
女
性
基
金
で
解
決
し
た
」
と
い
う
認
識
を
生
ん
だ
一
方
で
、

韓
国
側
に
は
、
社
会
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
形
式
で
は
「
償
い
・
謝
罪
に
な
ら
な
い
」・「
慰
安
婦
問
題
は
ア
ジ
ア
女
性
基
金
で
は
解
決
し

て
い
な
い
」
と
い
う
認
識
を
生
み
、
む
し
ろ
両
国
の
認
識
の
差
を
増
幅
さ
せ
た
。
結
果
的
に
、
物
質
的
補
償
の
否
定
発
言
、「
河
野
談

話
」
へ
の
高
評
価
、
日
韓
併
合
合
法
発
言
を
度
外
視
し
た
「
ア
ジ
ア
女
性
基
金
」
設
立
に
対
す
る
良
好
な
評
価
な
ど
、
韓
国
社
会
の
理
解

を
慰
安
婦
問
題
解
決
の
方
向
に
導
こ
う
と
し
て
い
た
金
泳
三
政
権
前
半
の
努
力
も
虚
し
く
、
慰
安
婦
問
題
は
「
河
野
談
話
と
ア
ジ
ア
女
性

基
金
に
よ
り
解
決
さ
れ
た
」
と
い
う
認
識
を
獲
得
で
き
ず
に
終
わ
っ
た
。
む
し
ろ
政
権
後
半
に
は
挺
対
協
に
代
表
さ
れ
る
韓
国
世
論
を
慮

る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
、
最
終
的
に
は
「
ア
ジ
ア
女
性
基
金
に
よ
る
解
決
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
」
と
い
う
共
通
の
理
解
が
韓
国
内
に
形

成
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
一
連
の
政
治
社
会
的
過
程
を
経
て
、 「
河
野
談
話
」
と
「
ア
ジ
ア
女
性
基
金
」
と
い
っ
た
従
軍
慰
安
婦

問
題
解
決
の
た
め
に
日
本
側
が
用
意
し
た
枠
組
み
は
徹
底
的
に
破
壊
さ
れ
、
以
後
同
問
題
は
長
年
に
わ
た
り
日
韓
関
係
の
障
壁
と
し
て
立

ち
は
だ
か
る
こ
と
と
な
っ
た
。



法学政治学論究　第121号（2019.6）

100

六
　
お
わ
り
に

　
従
軍
慰
安
婦
問
題
を
「
強
制
」
を
巡
る
日
韓
の
歴
史
認
識
の
違
い
の
問
題
で
あ
る
と
見
れ
ば
、「
第
二
次
加
藤
談
話
」
が
そ
の
起
源
と

な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
『
朝
日
新
聞
』
の
「
軍
関
与
」
報
道
に
よ
り
歴
史
的
事
実
を
究
明
し
て
い
く
過
程
で
日
本
政
府
は
資
料
収
集
に

励
ん
だ
も
の
の
、
日
本
政
府
の
明
確
な
法
的
責
任
を
示
す
資
料
が
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
日
本
側
は
こ
の
資
料
の
不
在
を
も
っ
て

「
強
制
（
連
行
）」
と
い
う
違
法
行
為
は
な
か
っ
た
と
い
う
認
識
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
に
対
し
、
韓
国
側
は
被
害
者
の
証
言
を
重
視
し
て

「
強
制
（
連
行
）」
と
い
う
違
法
行
為
は
あ
っ
た
と
い
う
認
識
を
形
成
し
て
い
っ
た
こ
と
で
歴
史
認
識
の
違
い
が
生
ま
れ
、
こ
れ
が
紛
争
化

し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
韓
両
国
政
府
は
そ
の
後
も
問
題
解
決
に
向
け
て
努
力
し
た
が
、「
河
野
談
話
」
も
「
ア
ジ
ア
女
性

基
金
」
も
慰
安
婦
問
題
に
お
け
る
日
韓
の
問
題
解
決
を
達
成
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
そ
し
て
、「
河
野
談
話
」・「
ア
ジ
ア
女
性
基
金
」
と
い
う
日
本
側
が
解
決
の
た
め
に
用
意
し
た
枠
組
み
を
破
壊
し
、
慰
安
婦
問
題
を
慢

性
的
に
紛
争
化
さ
せ
た
原
因
は
、「
ク
マ
ラ
ス
ワ
ミ
報
告
」
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
同
報
告
に
よ
り
「
民
間
基
金
」
方
式
が
否
定
さ

れ
、「
国
家
補
償
」
や
「
法
的
責
任
」
の
認
定
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
日
本
政
府
か
ら
し
て
み
れ
ば
譲
歩
で
き
な
い

一
線
を
破
ら
な
い
限
り
達
成
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
の
韓
国
政
府
は
同
報
告
お
よ
び
報
告
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
フ
レ
ー
ム
、

さ
ら
に
は
日
本
と
協
力
す
る
た
め
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
低
下
に
よ
り
、「
ア
ジ
ア
女
性
基
金
」
に
よ
る
解
決
に
つ
い
て
着
実
に
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
以
後
、
韓
国
政
府
は
、
国
家
補
償
は
求
め
な
い
と
日
本
政
府
の
立
場
を
尊
重
し
つ
つ
も
、
支

援
団
体
の
求
め
に
応
じ
て
被
害
者
た
ち
の
納
得
の
い
く
誠
意
あ
る
措
置
は
要
求
し
続
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
結
果
的
に
日
本
側
は
韓
国
社

会
の
望
ま
な
い
「
民
間
基
金
」
に
よ
る
償
い
を
そ
の
ま
ま
実
施
し
、
最
終
的
に
慰
安
婦
問
題
に
つ
い
て
「
償
い
・
謝
罪
を
し
た
」・「
ア
ジ

ア
女
性
基
金
で
解
決
し
た
」
と
の
認
識
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
韓
国
側
は
社
会
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
方
法
で
の
償
い
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で
は
償
い
や
謝
罪
を
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
の
観
点
か
ら
「
慰
安
婦
問
題
は
ア
ジ
ア
女
性
基
金
で
は
解
決
し
て
い
な
い
」
と
い
う
認

識
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
本
論
文
の
言
う
萌
芽
と
展
開
で
生
ま
れ
た
日
韓
間
の
様
々
な
認
識
・
理
解
の
違
い
が
慢
性
的
な
対
立
・
紛
争
を

生
む
こ
と
と
な
っ
た
。

（
1
）  

従
軍
慰
安
婦
と
い
う
用
語
は
現
在
で
こ
そ
一
般
化
し
て
い
る
用
語
と
言
え
る
が
、
戦
前
の
日
本
の
公
文
書
に
は
出
現
し
な
い
用
語
で
あ
る
。
本

論
文
で
は
、
本
文
中
は
一
般
名
詞
化
し
た
も
の
と
し
て
扱
い
「
　
」
は
用
い
な
か
っ
た
が
、
章
節
の
タ
イ
ト
ル
・
見
出
し
で
本
用
語
を
用
い
る
際

に
は
客
観
性
保
持
の
観
点
か
ら
「
　
」
を
施
し
た
。

（
2
）  

金
学
順
の
証
言
の
前
段
階
と
し
て
、
一
九
九
〇
年
一
月
四
日
、
尹
貞
玉
梨
花
女
子
大
学
教
授
が
「
이
화
여
대 

윤
정
옥 

교
수 

‘정
신
대
’ 원
혼 

서

린 

발
자
취 

취
재
기
」﹇「
梨
花
女
子
大
尹
貞
玉
教
授
『
挺
身
隊
』
怨
霊
漂
う
足
跡
取
材
記
」﹈
と
い
う
表
題
の
コ
ラ
ム
を
『
ハ
ン
ギ
ョ
レ
新
聞
』

に
掲
載
し
た
。
同
コ
ラ
ム
は
合
計
四
回
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
、
韓
国
の
メ
デ
ィ
ア
で
初
め
て
従
軍
慰
安
婦
問
題
が
注
目
を
集
め
る
契
機
と
な
っ

た
。

（
3
）  

東
郷
和
彦
『
歴
史
認
識
を
問
い
直
す
』（
角
川
書
店
、
二
〇
一
三
年
）、
一
五
三
頁
。

（
4
）  

タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
の
メ
ン
バ
ー
や
検
証
結
果
に
つ
い
て
は
、
韓
・
日
日
本
軍
慰
安
婦
被
害
者
問
題
合
意
検
討
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
「
韓
・
日
日
本

軍
慰
安
婦
被
害
者
問
題
合
意
（
二
〇
一
五
．
一
二
．
二
八
．）
検
討
結
果
報
告
書
」
に
詳
し
い
。
ま
た
、
Ｔ
Ｆ
の
調
査
結
果
の
発
表
を
受
け
て
、

韓
国
政
府
は
日
本
に
再
交
渉
を
求
め
な
い
な
が
ら
も
二
〇
一
五
年
末
の
「
慰
安
婦
合
意
」
で
慰
安
婦
問
題
が
解
決
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い

う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

（
5
）  

本
論
文
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
強
制
」
や
「
強
制
性
」
と
は
、「
河
野
談
話
」
に
も
あ
る
よ
う
な
「
総
じ
て
意
に
反
し
て
行
わ
れ
」
た
で
あ
ろ
う

事
実
の
総
称
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
強
制
連
行
」
な
ど
の
狭
義
的
な
事
実
の
み
を
指
す
も
の
で
は
な
い
も
の
と
す
る
。

（
6
）  

韓
国
語
の
「
歪
曲
」
に
は
「
事
実
と
異
な
る
」
と
い
う
意
味
以
外
に
「
あ
る
べ
き
姿
で
な
い
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
た
め
、
そ
の
点
に
は
注
意

を
払
う
必
要
が
あ
る
。

（
7
）  

「
慰
安
婦
問
題
を
巡
る
日
韓
間
の
や
り
と
り
の
経
緯
〜
河
野
談
話
作
成
か
ら
ア
ジ
ア
女
性
基
金
ま
で
〜
」
平
成
二
六
年
六
月
二
〇
日
〈w

w
w.

m
ofa.go.jp/files/000042173.pdf

〉（
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
九
年
二
月
四
日
）、
一
五
頁
。

（
8
）  

代
表
的
な
論
点
と
し
て
は
、
①
強
制
連
行
の
有
無
や
就
労
に
お
け
る
強
制
の
有
無
な
ど
、
慰
安
婦
の
「
強
制
性
」
の
有
無
、
②
「
強
制
」
の
定
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義
、
③
募
集
方
法
、
④
日
本
政
府
や
日
本
軍
の
責
任
の
所
在
や
有
無
、
⑤
慰
安
婦
の
人
数
や
規
模
、
民
族
構
成
、
⑥
慰
安
婦
の
状
況
や
生
活
の
実

態
の
過
酷
さ
、
⑦
慰
安
婦
と
公
娼
の
違
い
、
⑧
日
本
軍
慰
安
婦
制
度
と
類
似
す
る
制
度
の
他
国
に
お
け
る
存
在
の
有
無
や
、
そ
の
よ
う
な
他
国
の

制
度
と
日
本
軍
慰
安
婦
制
度
と
の
比
較
、
⑨
元
慰
安
婦
の
証
言
の
信
憑
性
な
ど
が
あ
る
。

（
9
）  
吉
見
・
林
の
代
表
的
著
作
と
し
て
は
、
吉
見
義
明
・
林
博
史
編
著
『
日
本
軍
慰
安
婦
：
共
同
研
究
』（
大
月
書
店
、
一
九
九
五
年
）
が
あ
る
。

こ
の
他
に
も
単
著
と
し
て
、
吉
見
義
明
『
従
軍
慰
安
婦
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）
や
『「
従
軍
慰
安
婦
」
を
め
ぐ
る
三
〇
の
ウ
ソ
と
真
実
』

（
大
月
書
店
、
一
九
九
七
年
）、
林
博
史
『
日
本
軍
「
慰
安
婦
」
問
題
の
核
心
』（
花
伝
社
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
方
、
秦
や

西
岡
の
代
表
的
著
作
に
は
秦
郁
彦
『
慰
安
婦
と
戦
場
の
性
』（
新
潮
社
、
一
九
九
九
年
）、
西
岡
力
『
よ
く
わ
か
る
慰
安
婦
問
題
』（
草
思
社
、
二

〇
〇
七
年
）
な
ど
が
あ
る
。
彼
ら
に
限
ら
ず
こ
の
他
に
も
尹
明
淑
『
日
本
の
軍
慰
安
所
制
度
と
朝
鮮
人
軍
隊
慰
安
婦
』（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
三

年
）、
崔
吉
城
『
朝
鮮
出
身
の
帳
場
人
が
見
た
慰
安
婦
の
真
実
』（
ハ
ー
ト
出
版
、
二
〇
一
七
年
）、C. Sarah Soh, The Com

fort W
om

en: 
Sexual V

iolence and Postcolonial M
em

ory in Japan and Korea, （Chicago: The U
niversity of Chicago Press, 2008

）
な
ど
、
日
本

国
外
も
含
め
多
種
多
様
な
研
究
が
存
在
す
る
。

（
10
）  

論
争
は
あ
る
も
の
の
、
秦
ら
一
部
の
例
外
を
除
き
（
日
本
人
も
含
む
）
研
究
者
の
間
で
は
、
慰
安
婦
が
旧
日
本
軍
に
よ
る
犯
罪
的
行
為
で
あ
り
、

日
本
側
の
責
任
を
重
く
受
け
止
め
る
方
向
で
議
論
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

（
11
）  

こ
の
時
期
に
韓
国
で
女
性
運
動
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
背
景
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
日
本
人
に
よ
る
「
妓
生
観
光
」
が
あ
っ
た
。「
妓
生
観
光
」

に
関
す
る
詳
細
は
、
공
덕
귀
『
기
생
관
광
실
태 
조
사
보
고
』（
새
가
정
사
，1
9
8
4
년
）﹈﹇
コ
ン
・
ド
ッ
キ
『
妓
生
観
光
実
態
調
査
報
告
』（
新

家
庭
社
、
一
九
八
四
年
）﹈
に
譲
る
。
ま
た
日
本
で
は
既
に
七
〇
年
代
か
ら
千
田
夏
光
『
従
軍
慰
安
婦

―
〝
声
な
き
女
〞
八
万
人
の
告
発
』（
双

葉
社
、
一
九
七
三
年
）
な
ど
、
従
軍
慰
安
婦
を
題
材
と
し
た
研
究
が
存
在
し
て
お
り
、
千
田
の
著
書
は
韓
国
語
に
も
翻
訳
さ
れ
た
。
し
か
し
、
当

時
の
韓
国
で
は
ほ
と
ん
ど
話
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。

（
12
）  

上
野
輝
将
「
日
本
軍
性
奴
隷
制
（「
従
軍
慰
安
婦
」）
問
題
と
最
近
の
動
向
」『
女
性
学
評
論
』
第
二
〇
号
（
二
〇
〇
六
年
）、
四
三
〜
六
七
頁
な

ど
。

（
13
）  

上
野
千
鶴
子
「
ポ
ス
ト
冷
戦
と
『
日
本
版
歴
史
修
正
主
義
』」
日
本
の
戦
争
責
任
資
料
セ
ン
タ
ー
編
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と

「
慰
安
婦
」
問
題
』（
青
木
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）、
一
〇
三
〜
一
〇
四
頁
。

（
14
）  

例
え
ば
『
産
経
新
聞
』
は
、『
朝
日
新
聞
』
の
慰
安
婦
関
連
の
特
集
記
事
を
「
問
題
の
す
り
替
え
」
と
批
判
す
る
た
め
に
「
女
性
問
題
」
を
利

用
し
て
い
る
。「
慰
安
婦
問
題
、
核
心
は
変
わ
ら
ず
　
河
野
談
話
、
吉
田
証
言
に
依
拠
せ
ず
」『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
四
年
八
月
二
八
日
朝
刊
第
三
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面
。「
朝
日
、
ま
た
論
点
す
り
替
え
『
慰
安
婦
問
題
核
心
は
変
わ
ら
ず
』
再
び
特
集
記
事
」『
産
経
新
聞
』
二
〇
一
四
年
八
月
二
九
日
大
阪
朝
刊
第

一
面
。

（
15
）  

問
題
発
生
当
時
の
日
本
に
お
い
て
「
挺
身
隊
」
と
は
主
に
勤
労
の
た
め
に
動
員
さ
れ
た
「（
女
子
）
挺
身
隊
」
を
指
し
て
い
た
。
し
か
し
当
時

の
韓
国
で
は
動
員
さ
れ
た
労
働
者
を
意
味
す
る
「
挺
身
隊
」
と
性
労
働
者
で
あ
る
「
従
軍
慰
安
婦
」
が
混
同
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
た
め
、
被
害

者
支
援
団
体
で
あ
る
「
挺
身
隊
問
題
対
策
協
議
会
」
も
「
挺
身
隊
」
の
名
を
冠
し
て
い
る
。
同
様
の
混
同
は
日
本
で
も
見
ら
れ
た
が
、
現
在
二
者

は
区
別
さ
れ
て
お
り
、
韓
国
に
お
い
て
も
「
挺
対
協
」
を
指
す
と
き
く
ら
い
に
し
か
用
い
ら
れ
な
い
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
、
本
論
文
内

で
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
分
析
を
行
う
た
め
の
記
事
を
検
索
す
る
際
に
は
「
挺
身
隊
」・「
慰
安
婦
」
共
に
検
索
に
か
け
て
い
る
。

（
16
）  

김
정
란
『
일
분
군
「
위
안
부
」
운
동
의 

전
개
와 

문
제
인
식
에 

대
한 

연
구
』（
이
화
여
자
대
학
교  

박
사
논
문
，
2
0
0
4
년
）．﹇
金
ジ
ョ
ン

ラ
ン
『
日
本
軍
「
慰
安
婦
」
運
動
の
展
開
と
問
題
認
識
に
つ
い
て
の
研
究
』（
梨
花
女
子
大
学
博
士
論
文
、
二
〇
〇
四
年
）﹈。

（
17
）  

김
정
란
「
일
본
군
『
위
안
부
』
운
동
에 

나
타
난 

민
족
주
의
적 

경
향
」『
철
학
과 

현
실
』（
철
학
문
화
연
구
소
，
2
0
0
6
년
6
월
），

1
0
8
―
1
1
8
페
이
지
．﹇
金
ジ
ョ
ン
ラ
ン
「
日
本
軍
『
慰
安
婦
』
運
動
に
現
れ
た
民
族
主
義
的
傾
向
」『
哲
学
と
現
実
』（
哲
学
文
化
研
究
所
、

二
〇
〇
六
年
六
月
）、
一
〇
八
〜
一
一
八
頁
﹈。

（
18
）  

木
村
幹
『
日
韓
歴
史
認
識
問
題
と
は
何
か

―
歴
史
教
科
書
・「
慰
安
婦
」・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

―
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
四
年
）。

（
19
）  Jennifer Lind, Sorry States: A

pologies in International Politics （Ithaca, N
ew

 York: Cornell U
niversity Press, 2008

）; Thom
as 

U. Berger, W
ar, G

uilt, and W
orld Politics after W

orld W
ar II （N

ew
 York: Cam

bridge U
niversity Press, 2012

）.

（
20
）  

日
本
の
謝
罪
に
つ
い
て
は
、
慰
安
婦
を
否
定
す
る
よ
う
な
政
治
家
の
発
言
や
閣
僚
の
靖
国
神
社
参
拝
、
慰
安
婦
の
歴
史
教
科
書
か
ら
の
削
除
な

ど
、
謝
罪
後
の
行
動
が
信
憑
性
を
損
ね
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
研
究
も
あ
る
。
ま
た
、
ジ
ェ
ニ
フ
ァ
ー
・
リ
ン
ド
（Jennifer Lind

）
は
謝
罪

を
否
定
す
る
こ
の
よ
う
な
行
動
を
「
反
動
」
と
呼
ん
で
い
る
。Stefan Engert, 

“Japan ‒ China and the Tw
o Koreas

”, A
pology and 

Reconciliation in International Relations, （N
ew

 York: Routledge, 2016

）, pp. 237 -258.

（
21
）  

リ
リ
ー
・
ガ
ー
ド
ナ
ー
・
フ
ェ
ル
ド
マ
ン
（Lily G

ardner Feldm
an

）
の
「
和
解
に
は
国
民
と
政
治
家
の
支
持
が
常
に
必
要
で
あ
り
、
そ
の

上
で
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
重
要
と
な
り
、
団
体
や
機
関
が
自
国
政
府
や
相
手
国
政
府
、
場
合
に
よ
っ
て
は
相
手
国
の
社
会
に
様
々
な
働
き
か
け

を
し
な
が
ら
あ
る
種
の
統
一
さ
れ
た
見
解
を
作
っ
て
い
く
」
と
の
見
解
を
参
照
し
な
が
ら
、
高
島
亜
紗
子
が
こ
の
こ
と
を
「
政
治
と
社
会
の
語
り

の
一
致
」
と
命
名
し
て
い
る
。
高
島
亜
紗
子
「
謝
罪
の
形
成

―
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
と
ド
イ
ツ
を
比
較
し
て

―
」『
国
際
政
治
』
第

一
八
七
号
（
二
〇
一
七
年
三
月
）、
一
一
七
頁
。Lily G

ardner Feldm
an, G

erm
any

’s Foreign Policy of Reconciliation 

（London: 



法学政治学論究　第121号（2019.6）

104

Row
m
an &

 Littlefield, 2012

）, pp. 14 -17.

（
22
）  

東
郷
和
彦
『
歴
史
と
外
交

―
靖
国
・
ア
ジ
ア
・
東
京
裁
判
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
八
年
）、
六
七
頁
。

（
23
）  Todd G

itlin, The W
hole W

orld is W
atching: M

ass M
edias in M

aking &
 U

nm
aking of the N

ew Left 

（Berkeley: U
niversity of 

California Press, 1980

）, p. 7.
（
24
）  Robert M

. Entm
an, 

“Fraim
ing: Tow

ard Clarification of Fractured Paradigm
,

” Journal of Com
m
unication, 43 

（4

）, 1993, p. 
52.

（
25
）  

小
池
隆
太
「
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
の
構
造
に
つ
い
て
」『
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
四
八
号
（
二
〇
一
二
年
）、
六
三
頁
。

（
26
）  

蒲
島
郁
夫
・
竹
下
俊
郎
・
芹
川
洋
一
『
メ
デ
ィ
ア
と
政
治
』
改
訂
版
（
有
斐
閣
ア
ル
マ
、
二
〇
一
〇
年
）、
一
二
八
頁
。

（
27
）  

烏
谷
昌
幸
「
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
論
の
批
判
的
再
検
討

―
『
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
社
会
的
意
味
』
研
究
の
た
め
の
一
考
察

―
」『
法
学

研
究
』
第
八
九
巻
第
五
号
（
二
〇
一
六
年
五
月
）、
五
〜
六
頁
。

（
28
）  W

illiam
 A

. G
am

son, and A
ndre M

odigliani, 

“Media D
iscourse and Public O

pinion on N
uclear Pow

er. A
 Constructionist 

Approach,

” Am
erican Journal of Socilogy, 95 （1

）, pp. 1 -37.

（
29
）  

烏
谷
昌
幸
、
前
掲
論
文
、『
法
学
研
究
』
第
八
九
巻
第
五
号
（
二
〇
一
六
年
五
月
）、
一
三
頁
。

（
30
）  

三
谷
文
栄
「
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
を
め
ぐ
る
メ
デ
ィ
ア
言
説
の
変
遷
：
政
治
的
正
当
化
フ
レ
ー
ム
分
析
の
観
点
か
ら
」『
法
学
政
治
学
論

究
』
第
九
一
号
（
二
〇
一
一
年
一
二
月
）、
八
六
頁
。

（
31
）  

三
谷
文
栄
、
同
右
論
文
、『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
一
号
（
二
〇
一
一
年
一
二
月
）、
八
六
頁
。

（
32
）  

김
동
윤
，
오
명
원
「
한
일 

언
론
과 

일
본
군
위
안
부
―
보
도
양
상 

및 

미
디
어 

프
레
임 

분
석
―
」『
일
본
근
대
학
연
구
』
제
50
집
（
2
0
1
5
년
），

1
4
1
―
1
6
8
페
이
지
．﹇
金
ド
ン
ユ
ン
・
呉
ミ
ョ
ン
ウ
ォ
ン
「
韓
日
言
論
と
日
本
軍
慰
安
婦

―
報
道
様
相
お
よ
び
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム

分
析

―
」『
日
本
近
代
学
研
究
』
第
五
〇
集
（
二
〇
一
五
年
）、
一
四
一
〜
一
六
八
頁
﹈。

（
33
）  

三
谷
文
栄
「
日
本
の
対
外
政
策
決
定
過
程
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
役
割

―
二
〇
〇
七
年
慰
安
婦
問
題
を
事
例
と
し
て
」『
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
』
第
七
七
号
（
二
〇
一
〇
年
）、
二
〇
五
〜
二
二
四
頁
。

（
34
）  

三
谷
文
栄
「
歴
史
教
科
書
紛
争
を
め
ぐ
る
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
の
分
析
」
日
本
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
会
・
二
〇
一
二
年
春
季
研

究
発
表
会
・
研
究
発
表
論
文
（
二
〇
一
二
年
）〈http://m

ass-ronbun.up.seesaa.net/im
age/2012Spring_B2_M

itani.pdf

〉（
最
終
閲
覧
日

二
〇
一
九
年
一
月
二
一
日
）。
三
谷
文
栄
、
前
掲
論
文
、『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
一
号
（
二
〇
一
一
年
一
二
月
）、
八
一
〜
一
一
三
頁
。
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（
35
）  

記
事
の
詳
細
は
、「
慰
安
所
へ
の
軍
関
与
示
す
資
料
　
防
衛
庁
図
書
館
に
旧
日
本
軍
の
通
達
・
日
誌
」『
朝
日
新
聞
』
一
九
九
二
年
一
月
一
一
日

朝
刊
第
一
面
。

（
36
）  

「
当
事
者
要
求
、
あ
る
程
度
反
映
　
日
本
の
元
慰
安
婦
へ
の
基
金
構
想
で
韓
国
評
価
」『
朝
日
新
聞
』
一
九
九
五
年
六
月
一
五
日
東
京
朝
刊
第
三

面
。

（
37
）  
前
掲
文
書
〈w

w
w.m

ofa.go.jp/files/000042173.pdf

〉
一
八
頁
（
最
終
閲
覧
日
前
掲
同
日
）。

（
38
）  
従
軍
慰
安
婦
問
題
に
か
か
る
加
藤
紘
一
官
房
長
官
の
二
つ
の
談
話
を
「
第
一
次
加
藤
談
話
」・「
第
二
次
加
藤
談
話
」
と
分
け
る
手
法
は
、
木
村

幹
、
前
掲
書
に
倣
っ
た
。

（
39
）  

記
事
の
検
索
に
あ
た
っ
て
、『
朝
鮮
日
報
』
に
つ
い
て
は
朝
鮮
日
報
ア
ー
カ
イ
ブ
〈http://srchdb1.chosun.com

.kras1.lib.keio.ac.jp/pdf/
i_archive/index.jsp

〉
を
用
い
、
そ
の
他
の
新
聞
に
つ
い
て
はBIG

 Kinds

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〈http://w

w
w.bigkinds.or.kr/new

s/
com

m
V
iew.do?BO

ARD
_SN

=360

〉
を
用
い
た
。
九
〇
年
代
以
降
の
新
聞
に
つ
い
てBIG

 Kinds

の
検
索
で
は
ペ
ー
ジ
（
面
）
数
が
表
示
さ

れ
な
い
た
め
、『
朝
鮮
日
報
』
以
外
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
第
何
面
か
は
分
か
る
範
囲
で
の
記
載
と
し
た
。

（
40
）  

こ
れ
以
前
の
記
事
に
お
け
る
期
間
設
定
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
が
可
能
な
朝
鮮
日
報
ア
ー
カ
イ
ブ
に
「
慰
安
婦
」
で
検
索
を
か
け
て
み
る
と
、
一
九

四
五
年
八
月
一
五
日
〜
一
九
九
〇
年
一
月
三
日
で
八
九
件
の
記
事
が
ヒ
ッ
ト
す
る
が
、
全
て
七
〇
年
代
ま
で
の
記
事
で
あ
り
、
こ
こ
で
取
り
扱
わ

れ
て
い
る
「
慰
安
婦
」
は
基
本
的
に
在
韓
米
軍
の
慰
安
婦
で
あ
る
。
ま
た
同
期
間
に
お
い
て
「
挺
身
隊
」
で
検
索
を
か
け
て
も
四
〇
年
代
後
半
の

記
事
が
二
件
、
八
〇
年
代
の
記
事
が
九
件
と
合
計
一
一
件
が
ヒ
ッ
ト
す
る
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
ど
ち
ら
の
検
索
に
つ
い
て
も
社
説
は
な
く
、
尹

貞
玉
の
コ
ラ
ム
掲
載
以
前
の
韓
国
で
慰
安
婦
問
題
の
関
心
が
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
41
）  

並
び
に
同
時
期
は
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
永
住
権
を
め
ぐ
る
問
題
も
注
目
さ
れ
て
い
た
た
め
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
法
的
地
位
に
関
す
る
ト

ピ
ッ
ク
も
目
立
つ
。

（
42
）  

「
이
제
는 

우
리 

자
존
심
의 

문
제
（
사
설
）」﹇「
今
は
も
う
我
々
の
自
尊
心
の
問
題
（
社
説
）」﹈『
朝
鮮
日
報
』
一
九
九
〇
年
五
月
一
六
日
朝
刊

第
三
面
。

（
43
）  

「
가
이
후
수
상 

방
한
과 

‘한
―
일 

현
안

’ （
사
설
）」﹇「
海
部
首
相
訪
韓
と
「
韓
日
懸
案
」（
社
説
）」﹈『
ハ
ン
ギ
ョ
レ
新
聞
』
一
九
九
一
年
一
月

四
日
朝
刊
。

（
44
）  

挺
対
協
が
毎
週
水
曜
日
に
ソ
ウ
ル
の
日
本
大
使
館
前
で
デ
モ
を
行
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
後
に
「
水
曜
デ
モ
」
と
呼
ば
れ
る
。
二
〇
一
一
年
一
二

月
一
四
日
の
一
〇
〇
〇
回
目
の
デ
モ
の
際
に
は
、
慰
安
婦
問
題
を
象
徴
す
る
「
少
女
像
」
が
設
置
さ
れ
た
。
デ
モ
は
一
九
九
二
年
一
月
八
日
か
ら



法学政治学論究　第121号（2019.6）

106

現
在
も
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

（
45
）  

木
村
幹
、
前
掲
書
、
一
五
二
頁
。

（
46
）  

木
村
幹
、
同
右
、
一
六
三
〜
一
六
四
頁
。

（
47
）  
「
従
軍
慰
安
婦
問
題
で
『
補
償
に
代
わ
る
措
置
』

―
加
藤
官
房
長
官
が
検
討
表
明
」『
毎
日
新
聞
』
一
九
九
二
年
一
月
一
五
日
朝
刊
第
一
面
。

（
48
）  
談
話
全
文
は
次
を
参
照
の
こ
と
。
外
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〈https://w

w
w.m

ofa.go.jp/m
ofaj/area/taisen/kato.htm

l

〉（
最
終
閲
覧
日
二

〇
一
八
年
八
月
二
八
日
）。

（
49
）  

金
泳
三
政
権
は
、
従
軍
慰
安
婦
問
題
に
つ
い
て
補
償
は
求
め
な
い
と
し
つ
つ
も
「
誠
意
あ
る
措
置
」
は
求
め
続
け
て
お
り
、
新
政
権
の
誕
生
は

九
二
年
一
月
以
前
の
状
態
に
戻
っ
た
こ
と
を
意
味
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

（
50
）  

挺
対
協
が
聞
き
取
り
調
査
を
拒
否
し
た
た
め
、
日
本
政
府
は
、「
太
平
洋
戦
争
犠
牲
者
遺
族
会
」（
韓
国
第
二
の
慰
安
婦
支
援
団
体
）
の
協
力
を

得
て
、
九
三
年
七
月
二
六
〜
二
七
日
に
か
け
て
一
六
名
の
元
慰
安
婦
に
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
し
た
。

（
51
）  

「
일
본
은 

진
심
으
로 
사
과
하
라
（
서
설
）」﹇「
日
本
は
心
か
ら
謝
罪
し
ろ
（
社
説
）」﹈『
京
郷
新
聞
』
一
九
九
三
年
八
月
五
日
朝
刊
。

（
52
）  

「
보
상
은 

우
리
가 

하
자
（
사
설
）」﹇「
補
償
は
我
々
が
し
よ
う
（
社
説
）」﹈『
朝
鮮
日
報
』
一
九
九
三
年
八
月
五
日
朝
刊
第
三
面
。

（
53
）  

「
韓
国
・
市
民
団
体
、
一
層
の
解
明
求
め
る
　
日
本
の
幕
引
き
姿
勢
、
反
発
も
」『
毎
日
新
聞
』
一
九
九
三
年
八
月
五
日
東
京
朝
刊
第
三
面
。

（
54
）  

「『
わ
が
国
の
意
見
を
反
映
』
と
評
価
　
韓
国
政
府
」『
毎
日
新
聞
』
一
九
九
三
年
八
月
五
日
東
京
朝
刊
第
一
面
。

（
55
）  

そ
れ
故
「
河
野
談
話
」
は
以
後
韓
国
内
で
慰
安
婦
問
題
が
語
ら
れ
て
い
く
上
で
埒
外
に
置
か
れ
た
。
同
談
話
が
再
び
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
第
二
次
安
倍
政
権
に
よ
る
「
河
野
談
話
」
の
見
直
し
の
動
き
を
受
け
て
で
あ
っ
た
。
実
際
に
安
倍
政
権
に
よ
る
「
河
野
談
話
」
の
見
直
し

を
警
戒
し
た
朴
槿
恵
大
統
領
は
、
二
〇
一
四
年
の
三
・
一
独
立
運
動
記
念
式
典
演
説
で
「
河
野
談
話
」
と
「
村
山
談
話
」
に
名
指
し
で
直
接
言
及

し
、
評
価
し
て
い
る
。

（
56
）  

「
当
事
者
要
求
、
あ
る
程
度
反
映
　
日
本
の
元
慰
安
婦
へ
の
基
金
構
想
で
韓
国
評
価
」『
朝
日
新
聞
』
一
九
九
五
年
六
月
一
五
日
東
京
朝
刊
第
三

面
。

（
57
）  

「
ク
マ
ラ
ス
ワ
ミ
報
告
」
の
英
語
に
よ
る
全
文
は
〈http://w

w
w.aw

f.or.jp/pdf/h0004.pdf#search=%
27Report+of+the+Special+Rapp

orteur+on+violence+against+w
om

en%
2C+its+causes+and+consequences%

2C+M
s.+Radhika+Coom

arasw
am

y%
2C+subm

itte
d+in+accordance+w

ith+Com
m
ission+on+H

um
an+Right%

27

〉。
ま
た
同
報
告
は
「
ア
ジ
ア
女
性
基
金
」
に
よ
る
和
訳
版
〈http://

w
w
w.aw

f.or.jp/pdf/0031.pdf

〉（
共
に
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
九
年
二
月
四
日
）
も
存
在
す
る
。
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（
58
）  

「
韓
国
、
受
け
入
れ
要
求
　
慰
安
婦
問
題
め
ぐ
る
日
本
へ
の
国
連
人
権
委
勧
告
」『
朝
日
新
聞
』
一
九
九
六
年
四
月
一
一
日
夕
刊
第
二
面
。

（
59
）  

前
掲
文
書
〈w

w
w.m

ofa.go.jp/files/000042173.pdf

〉
一
六
頁
（
最
終
閲
覧
日
前
掲
同
日
）。

（
60
）  

「
関
与
」
が
あ
る
こ
と
と
「
責
任
」
が
あ
る
こ
と
は
同
義
で
は
な
く
、
本
来
な
ら
日
本
政
府
は
両
者
を
分
け
て
議
論
す
べ
き
だ
っ
た
が
、
従
軍

慰
安
婦
問
題
が
表
面
化
す
る
過
程
で
当
時
の
日
本
政
府
は
「
関
与
」
が
な
か
っ
た
こ
と
を
繰
り
返
し
表
明
し
、「
関
与
」
の
有
無
が
同
問
題
の
最

重
要
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
か
の
よ
う
に
日
韓
両
国
を
錯
覚
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
木
村
幹
、
前
掲
書
、
一
五
六
頁
。

（
61
）  

「
従
軍
慰
安
婦
問
題
で
『
補
償
に
代
わ
る
措
置
』

―
加
藤
官
房
長
官
が
検
討
表
明
」『
毎
日
新
聞
』
一
九
九
二
年
一
月
一
五
日
朝
刊
第
一
面
。

（
62
）  

一
九
九
二
年
一
月
一
七
日
に
行
わ
れ
た
今
訪
韓
二
度
目
の
首
脳
会
談
で
は
、
七
五
分
の
う
ち
二
二
分
が
慰
安
婦
問
題
に
費
や
さ
れ
た
が
、
宮
沢

首
相
は
こ
の
二
二
分
間
に
八
回
謝
罪
し
て
い
る
。「『
未
来
志
向
の
関
係
』
な
お
遠
く
『
歴
史
』『
経
済
』
で
宿
題
残
す
」『
毎
日
新
聞
』
一
九
九
二

年
一
月
一
八
日
大
阪
朝
刊
第
一
面
。

（
63
）  

「
従
軍
慰
安
婦
『
事
実
上
の
強
制
連
行
』
日
本
政
府
発
表
に
反
論

―
韓
国
政
府
、
中
間
報
告
」『
毎
日
新
聞
』
一
九
九
二
年
七
月
三
一
日
東
京

夕
刊
第
一
面
。

（
64
）  

科
学
技
術
部
原
子
力
室
原
子
力
協
力
課
「
北
朝
鮮
Ｎ
Ｐ
Ｔ
脱
退
表
明
」〈http://them

e.archives.go.kr/view
er/com

m
on/archW

ebV
iew

er.do?
 

bsid=200802068035&
dsid=000000000001&

gubun=search

〉（
一
九
九
三
年
）、
三
八
頁
（
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
九
年
一
月
一
八
日
）。

（
65
）  

女
性
部
権
益
増
進
局
権
益
企
画
課
「
韓
日
間
軍
隊
慰
安
婦
問
題
妥
結
対
策
に
従
っ
た
措
置
要
請
」〈http://them

e.archives.go.kr/view
er/

com
m
on/archW

ebV
iew

er.do?bsid=200302961089&
dsid=000000000034&

gubun=search

〉（
一
九
九
三
年
）、
四
頁
（
最
終
閲
覧
日

二
〇
一
九
年
一
月
一
八
日
）。 

（
66
）  

大
沼
保
昭
『「
慰
安
婦
」
問
題
と
は
何
だ
っ
た
の
か
』
三
版
（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
三
年
）、
六
頁
。

（
67
）  

大
沼
保
昭
、
同
右
、
一
六
一
頁
。

（
68
）  

大
沼
保
昭
、
同
右
、
一
六
二
頁
。

（
69
）  

大
沼
保
昭
、
同
右
、
六
〇
〜
六
一
頁
。

（
70
）  

木
村
幹
、
前
掲
書
、
一
六
五
頁
。



法学政治学論究　第121号（2019.6）

108

田
中
　
雄
一
朗
（
た
な
か
　
ゆ
う
い
ち
ろ
う
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　
韓
国
国
際
交
流
財
団
奨
学
金
奨
学
生

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会
　
　
現
代
韓
国
朝
鮮
学
会

　
　
　
　
　
　
ア
ジ
ア
政
経
学
会

専
攻
領
域
　
　
南
北
関
係
・
日
韓
関
係
・
韓
国
の
政
治
経
済

主
要
著
作
　
　「
一
九
八
二
年
の
日
韓
歴
史
教
科
書
問
題
の
萌
芽
と
展
開

―
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー

ム
論
に
よ
る
日
韓
関
係
と
韓
国
の
政
治
社
会
的
分
析

―
」（『
法
学
政
治
学
論
究
』

第
一
一
三
号
（
二
〇
一
七
年
夏
季
号
））

　
　
　
　
　
　「
南
北
経
済
協
力
の
政
治
的
意
義

―
開
城
工
業
団
地
を
事
例
と
し
て
」（
法
学
修
士

論
文
、
二
〇
一
四
年
三
月
提
出
）

　
　
　
　
　
　「
南
北
交
易
に
お
け
る
現
代
グ
ル
ー
プ
の
対
北
朝
鮮
事
業
」（
経
済
学
修
士
論
文
、
二

〇
一
二
年
三
月
提
出
）


